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日野町告示第10号 

 令和５年第２回日野町議会定例会を次のとおり招集する。 

   令和５年２月27日 

日野町長 﨏 田 淳 一 

１．期 日  令和５年３月６日 

２．場 所  日野町議会議場 

─────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

中 山 法 貴              梅 林 敏 彦 

金 川 守 仁              松 尾 信 孝 

中 原 信 男              松 本 利 秋 

安 達 幸 博              佐々木   求 

竹 永 明 文              小 谷 博 徳 

       ─────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

        な し 

       ─────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────── 

第２回 日 野 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日） 

令和５年３月６日（月曜日） 

──────────────────────────────────────────── 

議事日程 

令和５年３月６日 午前10時開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

（１）議会関係の報告（議長） 

（２）一般行政報告（町長） 

（３）令和５年度一般財団法人日野町農林振興公社事業計画及び収入支出予算について

（町長） 

日程第４ 施政方針 

日程第５ 議案第４号 日野町土地開発基金条例の廃止について（町長） 

日程第６ 議案第５号 令和４年度日野町一般会計補正予算（第10号）（町長） 

日程第７ 議案第６号 令和４年度日野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）（町長） 

日程第８ 議案第７号 令和４年度日野町介護保険特別会計補正予算（第２号）（町長） 

日程第９ 議案第８号 令和４年度日野町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第２号） 

（町長） 

日程第10 議案第９号 令和４年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第４号）（町長） 

日程第11 議案第10号 令和４年度日野町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）（町長） 

日程第12 議案第11号 令和４年度日野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）（町長） 

日程第13 議案第12号 日野町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について（町長） 

日程第14 議案第13号 日野町個人情報保護法施行条例の制定について（町長） 

日程第15 議案第14号 日野町印鑑条例の一部改正について（町長） 

日程第16 議案第15号 日野町議会議員及び日野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部改正について（町長） 

日程第17 議案第16号 日野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につい

て（町長） 
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日程第18 議案第17号 日野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について（町長） 

日程第19 議案第18号 日野町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正

について（町長） 

日程第20 議案第19号 日野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて（町長） 

日程第21 議案第20号 日野町立学校施設使用条例の一部改正について（町長） 

日程第22 議案第21号 日野町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て（町長） 

日程第23 議案第22号 日野町立社会体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について（町

長） 

日程第24 議案第23号 日野町立下榎集会所の設置及び管理に関する条例の廃止について（町長） 

日程第25 議案第24号 日野町隣保館の設置及び管理に関する条例の一部改正について（町長） 

日程第26 議案第25号 日野町下榎隣保館使用料条例の一部改正について（町長） 

日程第27 議案第26号 日野町犯罪被害者等支援条例の制定について（町長） 

日程第28 議案第27号 日野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正について（町長） 

日程第29 議案第28号 日野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正について（町長） 

日程第30 議案第29号 日野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について（町長） 

日程第31 議案第30号 日野町国民健康保険条例の一部改正について（町長） 

日程第32 議案第31号 土地の無償貸付について（町長） 

日程第33 議案第32号 令和５年度日野町営土地改良事業経費の賦課基準並びにその徴収時期及び

方法について（町長） 

日程第34 議案第33号 令和５年度日野町一般会計予算（町長） 

日程第35 議案第34号 令和５年度日野町国民健康保険特別会計予算（町長） 

日程第36 議案第35号 令和５年度日野町介護保険特別会計予算（町長） 

日程第37 議案第36号 令和５年度日野町後期高齢者医療保険特別会計予算（町長） 

日程第38 議案第37号 令和５年度日野町簡易水道特別会計予算（町長） 
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日程第39 議案第38号 令和５年度日野町公共下水道事業特別会計予算（町長） 

日程第40 議案第39号 令和５年度日野町農業集落排水事業特別会計予算（町長） 

       ─────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

（１）議会関係の報告（議長）     

（２）一般行政報告（町長） 

（３）令和５年度一般財団法人日野町農林振興公社事業計画及び収入支出予算について

（町長） 

日程第４ 施政方針 

日程第５ 議案第４号 日野町土地開発基金条例の廃止について（町長） 

日程第６ 議案第５号 令和４年度日野町一般会計補正予算（第10号）（町長） 

日程第７ 議案第６号 令和４年度日野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）（町長） 

日程第８ 議案第７号 令和４年度日野町介護保険特別会計補正予算（第２号）（町長） 

日程第９ 議案第８号 令和４年度日野町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第２号） 

（町長） 

日程第10 議案第９号 令和４年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第４号）（町長） 

日程第11 議案第10号 令和４年度日野町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）（町長） 

日程第12 議案第11号 令和４年度日野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）（町長） 

日程第13 議案第12号 日野町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について（町長） 

日程第14 議案第13号 日野町個人情報保護法施行条例の制定について（町長） 

日程第15 議案第14号 日野町印鑑条例の一部改正について（町長） 

日程第16 議案第15号 日野町議会議員及び日野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部改正について（町長） 

日程第17 議案第16号 日野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につい

て（町長） 

日程第18 議案第17号 日野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について（町長） 
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日程第19 議案第18号 日野町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正

について（町長） 

日程第20 議案第19号 日野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて（町長） 

日程第21 議案第20号 日野町立学校施設使用条例の一部改正について（町長） 

日程第22 議案第21号 日野町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て（町長） 

日程第23 議案第22号 日野町立社会体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について（町

長） 

日程第24 議案第23号 日野町立下榎集会所の設置及び管理に関する条例の廃止について（町長） 

日程第25 議案第24号 日野町隣保館の設置及び管理に関する条例の一部改正について（町長） 

日程第26 議案第25号 日野町下榎隣保館使用料条例の一部改正について（町長） 

日程第27 議案第26号 日野町犯罪被害者等支援条例の制定について（町長） 

日程第28 議案第27号 日野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正について（町長） 

日程第29 議案第28号 日野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正について（町長） 

日程第30 議案第29号 日野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について（町長） 

日程第31 議案第30号 日野町国民健康保険条例の一部改正について（町長） 

日程第32 議案第31号 土地の無償貸付について（町長） 

日程第33 議案第32号 令和５年度日野町営土地改良事業経費の賦課基準並びにその徴収時期及び

方法について（町長） 

日程第34 議案第33号 令和５年度日野町一般会計予算（町長） 

日程第35 議案第34号 令和５年度日野町国民健康保険特別会計予算（町長） 

日程第36 議案第35号 令和５年度日野町介護保険特別会計予算（町長） 

日程第37 議案第36号 令和５年度日野町後期高齢者医療保険特別会計予算（町長） 

日程第38 議案第37号 令和５年度日野町簡易水道特別会計予算（町長） 

日程第39 議案第38号 令和５年度日野町公共下水道事業特別会計予算（町長） 

日程第40 議案第39号 令和５年度日野町農業集落排水事業特別会計予算（町長） 
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       ─────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 中 山 法 貴        ２番 梅 林 敏 彦 

３番 金 川 守 仁        ４番 松 尾 信 孝 

５番 中 原 信 男        ６番 松 本 利 秋 

７番 安 達 幸 博        ８番 佐々木   求 

９番 竹 永 明 文        10番 小 谷 博 徳 

       ─────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 ────────── 飛 田 朋 伸  書記 ────────── 伊 田 達 彦 

書記 ────────── 入 澤 眞 人 

       ─────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 ────────── 﨏 田 淳 一  副町長 ───────── 音 田   守 

教育長 ───────── 生 田   求  総務課長 ──────── 景 山 政 之 

住民課長兼会計管理者 ── 荒 木 憲 男  企画政策課長 ────── 神 崎   猛 

健康福祉課長 ────── 住 田 秀 樹  産業振興課長 ────── 五百川 和 久 

建設水道課長 ────── 音 田 雄一郎  教育課長 ──────── 遠 藤 律 子 

─────────────────────────────── 

午前１０時００分開会 

○議長（小谷 博徳君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１０人であり、定足数に達していますので、これより令和５年第２回

日野町議会定例会を開会いたします。 

 本日の定例会は、マスク着用や換気を行うなど、新型コロナウイルス対策を講じて進めます。 

 出席議員には例規の確認のためタブレット端末機使用を許可していますので、御了承ください。 

 また、中海テレビのカメラによる撮影を許可しておりますので、御承知ください。 
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 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました日程のとおりであります。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、１番、中山法貴議員、２

番、梅林敏彦議員の２名を指名いたします。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員会の答申のとおり、本日から３月２２日

までの１７日間にいたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から３月２２日

までの１７日間と決定いたしました。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（小谷 博徳君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 本町の監査委員から、第１回臨時会以後に実施された地方自治法第２３５条の２の規定による

例月出納検査並びに地方自治法第１９９条第４項の規定による定期監査について報告がありまし

た。別紙写しを配付し、報告といたします。 

 次に、第１回臨時会以後の議会関係について報告いたします。 

 １月１８日、町体育協会役員会が開催され、議長が出席いたしました。 

 １月１８日、２０日、議会だより１３５号発行のため、議会広報常任委員会を開催しておりま

す。 

 １月１９日、小学生議会を開催し、黒坂小学校６年生の児童５人が、議場で日野町のまちづく

りについて町長に一般質問を行いました。 

 １月２４日、鳥取県町村議会議長会役員会が鳥取市で開催され、議長が出席しました。 

 同日、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議会運営委員会が開催され、議長が出席いたしまし

た。 
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 １月２７日、町グラウンドゴルフ協会総会が開催され、議長が出席しました。 

 １月３０日、鳥取県西部広域行政管理組合議会臨時会が開催され、議長が出席しました。 

 同日、西部町村議長会に、議長が出席しております。 

 ２月３日、日野郡議長連絡協議会が江府町で開催され、議長、副議長が出席しました。 

 同日、議会だより１３５号を発行しました。 

 ２月９日、全員協議会を開催いたしました。 

 ２月１４日、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会定例会が開催され、議長が出席しました。 

 同日、鵜の池マラソン大会実行委員会が開催され、議長が出席しました。 

 ２月１７日、鳥取県町村議会議長会総会が開催され、議長が出席いたしました。席上、町議長

として７年以上在職したことにより、私、小谷が全国町村議会議長会表彰を受けました。 

 ２月２１日、日野町江府町日南町衛生施設組合議会定例会が開催され、関係議員が出席してお

ります。 

 ２月２２日、鳥取県西部広域行政管理組合議会定例会が開催され、議長が出席いたしました。 

 ２月２５日、日野郡ウチまち化プロジェクト企画、若者の主張～日野郡の中心で日野郡愛を叫

ぶ！～が開催され、議長が出席しました。 

 ２月２７日、本定例会開催のため、議会運営委員会を開催いたしました。 

 ２月２８日、日野病院組合議会定例会が開催され、議長ほか関係議員が出席しております。 

 続いて、一般行政報告を﨏田町長が行います。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 令和５年第１回議会臨時会以降の一般行政報告をいたします。 

 令和５年１月１９日、日野町議会議場において小学生議会が開かれ、黒坂小学校の６年生５名

が議員となり、町執行部に一般質問をされ、答弁いたしました。鉄道を活用したまちおこしなど

について、自分たちの考えた案やアイデアを堂々と提案され、日野町のことに関心を持って真剣

に考えられている姿がとても頼もしく感じられました。児童の皆様からの提案内容も参考にして、

今後のまちづくりの取組を進めてまいりたいと思います。 

 同日の昼から、日野高等学校の学びの成果発表会が町文化センターで開催され、発表会終了後、

令和４年度地域を元気にした高校生として、日野高等学校の３年生、稲田美月さん、増浦僚汰さ

ん、山田めぐみさんの３人に町から感謝状を贈呈いたしました。これは日野高校生が商品開発し

た日野郡３町の特産品を使用して作られた３町３色パンの販売について、フレイル説明を併せて

実施する方法を検討し、高齢者の健康増進を目指して活動されたことに対して感謝を表し、その



－9－ 

功績をたたえて贈呈したものでございます。 

 １月２１日、ひの郷会総会が大阪市内で開催されましたので、その概要を報告いたします。ひ

の郷会は、関西地区在住の日野町出身者の皆さんによる懇談会で、総会では新年度の事業計画な

どを話し合うとともに、会員同士の親睦を深めておられます。３年ぶりに対面での開催となった

総会では、令和４年度の事業報告及び収入支出決算、令和５年度の事業計画及び予算、役員改選

について協議し、賛成多数で可決をされたところでございます。久々の開催であったことに加え、

コロナ禍ということもあり、出席者は３名と寂しい状況でございましたが、総会終了後、交流会

を開催し、旧交を温めたところでございます。 

 １月３０日に、令和５年１月鳥取県西部広域行政管理組合議会臨時会が招集されましたので、

その概要を報告いたします。議案といたしましては、令和３年度一般会計の決算認定、令和４年

度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計補正予算補正第４回の専決処分、鳥取県西部広域行政管

理組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定について、鳥取県西部広域

行政管理組合一般会計補正予算補正第５回が審議されました。このうち、専決された補正予算第

４回については、人事院勧告に伴う職員給与の補正、補正予算第５回については、事業費実績見

込みによる予算の増減等で、いずれの議案も原案のとおり可決されたところでございます。 

 ２月２０日、日本海新聞ふるさと大賞２０２２の授賞式が日野町役場で行われ、地域貢献賞と

して日野高等学校が、また、スポーツ文化功労賞として黒坂小学校６年の伊田蒼介さんと青戸優

希さんが受賞されました。日野高等学校では、ｅスポーツを用いた地域住民との交流活動などに

より、高齢者の健康増進や地域の活性化に大きく貢献されたことが評価されました。また、伊田

さんと青戸さんは、全国小学生ソフトテニス大会で優秀な成績を収められるなど、目覚ましい活

躍が評価されたことによる受賞となりました。 

 ２月２１日に、令和５年第１回日野町江府町日南町衛生施設組合議会定例会が招集されました

ので、その概要について御報告いたします。議案は、個人情報保護法施行条例の制定、情報公開

条例の一部改正、令和５年度当初予算が提案され、全て原案どおり可決されました。令和５年度

当初予算は、歳入歳出それぞれ２億１，５０９万６，０００円とするもので、前年度当初予算よ

り２，４９５万円の増額であります。これは主にし尿処理施設清化園及びごみ処理施設くぬぎの

森の維持管理費に係るもので、電気料の高騰、機械修繕などに伴い、増額の予算とされたところ

でございます。 

 ２月２２日、令和５年２月鳥取県西部広域行政管理組合議会定例会が招集されましたので、そ

の概要について御報告いたします。主な議案といたしましては、鳥取県西部広域行政管理組合個
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人情報の保護に関する法律施行条例の制定、令和５年度一般会計予算などが提案され、原案のと

おり可決されました。鳥取県西部広域行政管理組合個人情報の保護に関する法律施行条例は、個

人情報保護に関する法律の改正に伴い、法の施行に必要な事項を定めることを目的としたもので

ございます。また、令和５年度一般会計予算の主な事業は、濃縮水処理施設建設費貸付金５億９

１２万４，０００円、大山消防署庁舎大規模改修事業費４億１，１９０万３，０００円などでご

ざいました。予算総額は前年度当初より４億５，９７７万７，０００円の増額となっており、こ

れに伴いまして、本町の負担金は前年度当初より１，６４３万２，０００円増の１億２，４３４

万８，０００円となっております。 

 ２月２８日には、令和５年第１回日野病院組合議会定例会が招集されましたので、その概要を

報告いたします。議案は、条例の一部改正が２件、条例制定が２件、補正予算が３件、令和５年

度当初予算が３件提案され、全て原案どおり可決されました。条例の一部改正２件は、人事院勧

告に伴う日野病院組合職員の給与に関する条例などの一部改正、条例制定２件は、日野病院組合

職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてなどでございます。補正

予算は、病院事業会計、在宅介護支援事業会計、診療所事業会計の決算見込みに基づくもので、

３事業合計での収益的収支は６，８８６万９，０００円の黒字決算が見込まれております。当初

予算では、３事業合計の収益的収支を２，６６０万９，０００円としております。施設整備等経

費として、汎用人工呼吸器、電動油圧式手術台など４，８６１万円が計上されております。議案

以外では、病院職員の異動及び採用の報告があり、医師では内科医師の河村医師及び下坂医師の

２名、小児科の竹茂医師が退職されます。４月からは、内科医として鳥取県から３名、看護師が

２名、事務局職員が１名採用される予定となっております。また、鳥取大学医学部附属病院から

看護局長に近藤仁子氏に派遣職員として受け入れる予定となっております。 

 以上が一般行政報告でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、令和５年度一般財団法人日野町農林振興公社事業計画及び収入支

出予算について報告を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 一般財団法人日野町農林振興公社の令和５年度の事業計画及び収入支出

予算について御報告申し上げます。 

 これは、令和５年２月８日に一般財団法人日野町農林振興公社理事会が開催され、令和５年度

の事業計画及び収支予算が承認されましたので、その概要について御説明いたします。 

 内容につきましては、産業振興課長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（小谷 博徳君） 五百川産業振興課長。 

○産業振興課長（五百川和久君） 令和５年度一般財団法人日野町農林振興公社事業計画及び収支

予算について、その概要を説明いたします。お手元の資料１ページを御覧ください。 

 最初に、令和５年度事業計画ですが、各事業とも令和４年度の実績見込みを勘案し、事業計画

を立てております。 

 まず、農作業受託事業について、水稲作業の荒起こし、あぜ塗りは、高齢による受託戸数、面

積の増、荒かき、代かき、田植、刈取り作業は、前年同様としております。秋起こしは、一部担

い手が受託したことによる受託戸数、面積が減少しております。牧草梱包は、和牛農家及び収穫

回数の減などにより、受託戸数、面積が減少しております。 

 次に、転作等受託事業について、ソバ作業は、高齢により水稲作付からソバ作付に変換し、受

託戸数、面積が増加しております。また、菜種刈取り作業につきましては、昨年と同様としてお

ります。 

 次に、利用権設定、その他事業の欄を御覧ください。近年、担い手だけでは農地を維持できな

いため、公社への利用権設定をされる農家が増加傾向にあります。このため、前年度に対し０．

１３ヘクタール増加の１１．２８ヘクタールを利用権設定して、ソバ、大豆、牧草などを作付す

る計画としております。それぞれ個別の作業内容につきましては御覧ください。 

 最後に、令和２年度から取り組んでおります地域プランに基づく堆肥散布支援は、化学肥料の

高騰による化学肥料の低減のため、堆肥量に変換し、２５戸、１０ヘクタールの増を見込み、全

体で９０戸、５０ヘクタールを想定しております。 

 次に、２ページを御覧ください。令和５年度収入支出予算書です。最初に、事業活動収入です。

１の基本財産運用収入は、定期預金利子、２の受託事業収入は、令和４年度の実績見込みから算

出しております。実績見込みに比較して、耕うん作業は受託戸数、面積の増による増額、荒かき

作業、代かき作業、田植作業、稲刈り作業は前年どおりを見込んでおります。一般転作受託作業

は、ソバ転作受託料の増加により増額としております。堆肥散布作業は、事業量の増加による増

額を見込んでいます。その他の作業は、モアによる草刈りや水路掃除等の作業量の増による増額

を見込んでおります。３のソバ等事業収入は、白ネギ作付を廃止したことから販売収入の減額を

見込んでおります。５の補助金等収入は、持続可能な公社運営を確保するため、町から公社への

人件費等の補助及び特定地域づくり事業負担金及び機械購入補助金です。６の地域プランに伴う

補助金収入は、４９９万４，０００円を計画しております。事務職員１名の人件費、共済費等の

補助、堆肥散布や運搬支援に係る補助を計上しております。７の駐車場管理収入は、昨年どおり
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計上しております。９のその他の収入の経営所得安定対策交付金は、前年度に比較し８０万円の

増額を見込んでおります。収入合計は３，４６８万２，０００円で、対前年比１３１万５，００

０円の減額となっております。 

 続きまして、３ページの事業活動支出を御覧ください。令和４年度の実績見込みから令和５年

度計画を算出しております。最初に、１の管理運営費ですが、合計で１，０５８万９，０００円、

対前年比３８万６，０００円の減額となっております。公社の職員については、事務局長１名、

事務員１名、嘱託職員１名の体制で農家の下支えを引き続き行いたいと考えています。内訳は御

覧ください。２の受託事業支出は合計２，２４６万３，０００円で、対前年比５０万円の減額と

なっております。これは特定地域づくり事業１名に係る利用料、堆肥散布に伴う肥料代及びコン

バイン、田植機の購入費を計上しております。３のソバ等受託生産は合計１４２万円で、対前年

比３２万９，０００円の減額です。内訳は御覧ください。下段の支出合計については、総額が３，

４６８万２，０００円で、対前年比１３１万５，０００円の減額となっており、特定地域づくり

事業の組合利用料の減額及び白ネギ作付廃止に伴う資材費の減額が主な要因となっています。詳

細につきましては御覧ください。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 以上で諸般の報告を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第４ 施政方針 

○議長（小谷 博徳君） 日程第４、町長が施政方針を行います。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 令和５年３月定例会に当たり、町政の推進について私の所信の一端を申

し述べ、議員各位並びに町民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 私は、昨年２月に２期目の当選をさせていただき、はや１年がたち、６度目の３月定例会を迎

えることができました。この間、議員の皆様をはじめ、町民の皆様からは多くの御支援と、厳し

くも温かい御指導をいただきましたこと、高い席からではございますが、お礼申し上げます。町

民の皆様の御理解と御協力をいただきながら、住んでよかったと思えるまちづくりを着実に前進

させてまいりたいと思います。 

 昨年２月に始まったロシアによるウクライナ侵攻などの影響により、石油をはじめとするエネ

ルギー価格や原材料価格が高騰し、加えて数十年ぶりとなる円安水準も重なったことにより、様々

なものが値上がりして生活を脅かしております。また、新型コロナウイルス感染症との闘いは丸
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３年が経過し、この間にワクチン開発がされ、日野病院の御協力により多くの方々が接種を受け

られたものの、新たな変異株の出現などにより、いまだ終息は見通せず、不安を払拭することが

できない状況の中、住民生活や地域経済に与えた影響は想像以上に大きく、長期に及んでおりま

す。 

 そのような中、物価高騰で大きな影響を受けた町民の皆様の生活支援策として、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用しながら、町民１人当たり１万５，０００円分の地

域商品券をお配りしたくらし応援商品券事業や、１世帯当たり２万円分の燃料購入券をお配りし

た灯油・ガソリン・ＬＰガス購入助成事業などを行い、町民の生活及び町内事業者への下支えを

行ってまいりました。また、以前のにぎわいを取り戻せるよう、コロナ禍ではございましたが、

ＪＲ伯備線根雨駅、黒坂駅の開業１００周年を祝い、それぞれの駅での記念式典やイベント開催、

生きいき“ひの”ふれあい祭りなどの実施により、にぎわいへの機運づくりに取り組んだところ

でございます。 

 政府は、重症化率が低く抑えられている状況などを鑑み、今年５月には新型コロナの感染法上

の位置づけを、２類相当から季節性インフルエンザなどと同じ５類に移行する方針を決定されて

おります。今後、生活スタイルは現在のコロナ禍の状況とは大きく変化し、町としても町民の皆

様が一日も早くコロナ禍以前の生活に戻れますよう、全力を注ぐ所存でございます。 

 さて、私は２期目の町長に就任以来、町民の皆様とともに日野町の資源を生かした第２次きら

り日野町創生戦略を着実に推し進めてまいりました。 

 その基本となる視点は、１つには、若者、子供が住む未来につながる持続可能なまち。町を維

持していくためにも、一人でも多くの若者が住み、子供が誕生し、地域で子供を育て、地域を愛

し支えていく人材を育成するサイクルを持続するように取組を進めます。 

 ２つには、住民が生きがいを持って自ら考え実行する住民主導のまち。住民がそれぞれの役割

と責任を分担し、住民同士で手を取り合いながらそれぞれが生きがいを持って考え、決定し、実

行していく、住民主導のまちづくりを進めるとともに、行政がそれをしっかり支えてまいります。 

 ３つには、地域資源を生かしたにぎわいのあるまち。町内の各所にある地域資源を地域の知恵

や創意工夫で産業振興、町の活性化に有意義に活用し、心豊かに暮らすことで人を呼び寄せ、に

ぎわいのあるまちづくりへの取組を進めます。 

 ４つには、みんなの笑顔が光る安心安全なまち。日野町町民憲章の第１番目に、人権を重んじ、

命と暮らしを大切にしようとあるとおり、一人一人を大切にし、そこから始まる人と人とのつな

がり、絆を大きな力として、子供から高齢者まで笑顔で安心して暮らすことができるために、住
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民の生命、財産を守る災害に強いまちづくりや、健康で過ごすことができる福祉のまちづくりの

取組を進めます。 

 これら４つの視点を堅持して、一人一人のつながりを大切にし、生きがいを持って安全で安心

して暮らせる町をつくり、暮らしている人たちが住んでよかったと思える町、将来を担う子供た

ちが誇りを持って未来に引き継いでいけるまちづくりを目指します。具体的には、まちづくりを、

集落機能の維持・移住・定住、子育て・幼児教育など７つの分野に体系づけて施策を進めてまい

ります。したがいまして、令和５年度の当初予算案の重点施策は、この第２次きらり日野町創生

戦略を柱とするものでございます。 

 それでは、令和５年度の重点施策について御説明申し上げます。以下、第２次きらり日野町創

生戦略の７つの分野に沿って御紹介してまいります。 

 まず、１つ目の分野には、集落機能の維持・移住・定住を掲げております。町では少子高齢化、

過疎化により人口減少が進行し、集落機能が低下してきています。効率的な自治会運営や自主活

動の促進、若者や子育て世代の移住・定住の促進、町内出身者のＵターンの促進を進めてまいり

ます。具体的に、集落機能の維持・存続では、集落機能の礎である話合いの場づくりや地域の仕

組みづくりを促進するため、引き続き集落支援員、地域づくり事業推進員、地域活動支援交付金

を組み合わせた取組を進めてまいります。令和４年度は小さな拠点の日野町第１号として、高宮

の郷を菅福地区に設置することができました。令和５年度については、この流れを全町に広げて

いくため、集落と役場が一体となり取り組んでまいります。そのため、現在、主には話合いによ

る集落活動のきっかけづくりに利用していただいてる地域活動支援交付金について、さらなるチ

ャレンジに向かう自治会への研修や人材育成、さらには地域活動の実践について支援を拡充いた

してまいりたいと思います。 

 次に、移住・定住に関する施策についてでございます。本町の人口は今年１月１日現在で２，

８４０人であり、昨年の１月１日の２，９００人と比べ６０人減少しております。一昨年から昨

年の６７人の減少と比べ、若干減少幅が減っております。この速度をできるだけ緩やかにしてい

くためには、若い世代に住み続けてもらえる環境を整え、Ｕターン者などの移住者を引き続き呼

び込んでまいります。加えて、就職や進学などで一旦日野町を出られる方にも引き続き日野町と

の関係を保っていただけるような仕組みをつくり、将来のＵターンにつなげてまいりたいと思い

ます。そこで、移住・定住につきましては、現行の補助制度を継続するとともに、移住の予備軍

となる関係人口を確保するため、特に若い層の確保に向けて、従来の同窓会助成に加え、ふるさ

と住民登録を条件に学生の帰省費用を支援する制度を新設いたします。そうして確保しました関
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係人口をはじめとする町外の移住希望者への情報発信に注力してまいります。 

 第２の分野には、子育て・幼児教育を掲げております。この分野では、結婚、出産、子育てま

での切れ目のない支援や、安心して子育てできる環境づくりを進めてまいります。若者に安心し

て子供を産み育て暮らしてもらえる、子供たちが伸び伸びと豊かな自然と地域の中で切れ目なく

成長し、生きる力の基礎を養う、ひいては、若者家族がこの町に定着してくれる、そのためにも、

この分野も非常に重要と考えております。 

 子育て世代包括支援センターでは、成長過程において切れ目のない支援を行う子育て世代相談

支援事業や、ファミリーサポート事業で精神的な支援を行います。また、出産・子育て応援交付

金、出生祝い金、育児パッケージ、すくすく子育て支援金、家庭子育て支援金、入学祝い金、１

８歳までの医療費無償化、ごみ袋支給事業などの支援制度を継続し、経済的にも子育て支援の充

実を図ってまいります。さらに、令和５年度は子育て応援ガイドを刷新し、町の子育て環境の情

報発信に努めてまいります。これは、移住・定住の促進につながるものと期待しております。保

育所におきましては、令和５年度は５６人程度の入所が予定されております。令和２年度より、

３歳以上児に加え、３歳未満児についても保育料を無償とし、令和３年度は時間外保育、土曜保

育ができる体制を整え、町内で安心して子供を産み育てることができる環境を整えてまいりまし

た。引き続き必要な人員を配置し、一人一人の発達に応じた保育を行ってまいります。あわせて、

より充実した幼児教育を展開するために、保育士の研修の機会と内容の充実を図り、専門的力量

のより一層の向上を図ってまいります。また、子育てを支援するために、子育て支援室おひさま

ひろばを引き続き開設し、保護者のニーズに合った講座の開設や情報発信を行い、さらには家庭

訪問等によるアウトリーチ的な子育て支援も行ってまいります。病児・病後児保育室につきまし

ては、小児科医不足が課題となっておりますが、引き続き日野病院と連携し、多くの皆様に利用

いただけるような体制や環境を検討してまいります。 

 次に、第３の分野、学校教育・社会教育についてでございます。コミュニティ・スクールなど

によって社会総がかりの子育て支援、ＩＣＴ環境整備、活用など教育環境の充実、義務教育学校

施設整備、日野高校魅力向上、日野郡ふるさと教育の推進を進めてまいります。令和５年４月か

ら義務教育学校日野学園が開校となり、カリキュラムや校歌、制服等など全てが新しいものに生

まれ変わります。令和５年度の児童生徒数は、日野学園の前期課程、１年から６年生までで７３

名、後期課程、７年生から９年生まで３７名、合計１１０名の予定でございます。令和５年４月

に開校する日野学園は、施設一体型の義務教育学校として設置し、現在の小学生と中学生が同じ

学校で学び、互いに切磋琢磨し、様々な課題を創意工夫により乗り越えて、義務教育学校の利点
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を生かしながら、特色のあるよりよい学校づくりに取り組みたいと考えております。 

 また、町を持続させるためには、将来の日野町をつくる人材を育てていかなければなりません。

自然、歴史文化、人物等、地域のよさを学び、郷土への愛着と誇りを醸成する学習を体系的に行

うとともに、体験、探求活動を通して子供たちが生まれ育った地域に貢献しようとする意欲を養

ってまいります。そのために、保護者の皆様や地域の皆様の参画を得ながら、コミュニティ・ス

クールと地域学校協働活動を一体的に進めてまいります。さらには、全国学力・学習状況調査等

による課題点などをＩＣＴの活用により学習の意欲に結びつけ、興味関心を高め、主体的な学び

を育んでまいります。日野高校の魅力向上につきましては、令和４年度の入学者数は３７名とな

り、大幅に増加した令和３年度と比較するとやや減少し、令和５年度も定員を下回ることが見込

まれますが、引き続き日野郡３町と鳥取県、日野高校が連携し、魅力の発信に努め、入学者増を

目指していきたいと考えております。また、公設塾まなびや縁側におきましては、引き続きふる

さとに貢献できる人材の育成を進めてまいります。 

 社会教育では、公民館を中心に、社会を生き抜く上で必要な自立、協働、創造に向けた力を生

涯を通じて身につけていくことができるように、町民の皆様が直面する課題や社会の多様な課題

に対応した質の高い学習を充実させたいと考えております。 

 第４の分野は、産業・雇用の分野。基幹産業の農林業、地域資源を生かした観光の振興、商工

団体と連携した中小企業振興、担い手の育成、確保を進めてまいります。 

 まず、本町の基幹産業である農林業についてでございます。農業につきましては、日野町がん

ばる地域プランの取組開始後４年目となることから、５年目の最終年を見据えた取組の定着を図

るとともに、白ネギ、ピーマン、ブロッコリー、シイタケの農産物４品目に加え、チャレンジ品

目の青パパイヤの生産振興や堆肥散布の継続実施、農林振興公社の人員体制を維持するとともに、

機械更新を行い、作業受託や利用権設定の増加による事業量の増大に対応することで日野町の農

業の発展を促してまいります。また、近年の米価下落で打撃を受けた米作り農家の生産意欲を維

持するため、水稲苗代助成制度を継続実施するとともに、経営移譲を受けた担い手への機械導入

支援、経営移譲のための親元研修支援など、意欲ある農家を下支えし、本町の農業、農村をしっ

かりと守っていく取組を推進してまいります。さらに、有害鳥獣による農作物被害を防ぐため、

侵入防止柵設置事業等を推進し、農地保全を図るとともに、猟銃免許を取得する新規狩猟者への

経費的助成、人材確保に向けた取組も進めてまいります。 

 次に、林業につきましては、手つかずとなってる森林の整備を推進し、災害に強い森づくりの

ため、新たに森林管理員を雇用し、森林所有者への意識調査や集積計画の作成、間伐、皆伐実施
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など、森林環境譲与税を活用して適切な森林整備を進めます。また、林業専用道第５期朝刈１号

線、津地大谷２号線、林道朝刈線改良などの基幹的路網整備や、高性能林業機械導入によりスマ

ート林業推進を図る森林組合への支援、林業の担い手を確保するため、インターンシップの受入

れ支援や新たな林業従事者の町内への移住定住を図るための家賃補助、さらには椎茸生産組合へ

の地域おこし協力隊の配置を継続します。また、日本伐木チャンピオンシップｉｎ鳥取の開催支

援による林業の魅力向上など、本町の森林、林業を支える担い手の育成、確保に取り組んでまい

ります。 

 次に、商工業につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により低迷した地

域経済を立て直し、活力に満ちた経済と雇用の場を創出するため、引き続き地元商工会との連携

した取組を進めていくことが重要でございます。このため、中小企業の経営相談や融資相談、講

習会など経営支援、にぎわいを創出するためのイベント開催支援、消費喚起のための飲食店スタ

ンプラリーの実施、観光振興のためのサイクルツーリズムの推進、２年目となる町内事業者のＤ

Ｘの推進など地域経済活性化に取り組む地元商工会を支援するとともに、コロナ禍による中小企

業の資金繰り支援、起業、創業への支援など、地元商工会と一緒になって地域産業の活性化を図

ってまいります。 

 最後に、観光業についてでございます。引き続き観光担当職員やにぎわいづくりコーディネー

ターの配置による観光情報の発信や、イベント企画などを通じた観光振興に取り組みます。また、

昨年に続き「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」の根雨駅停車を生かし、乗客へのおもてなしに

より町外からの誘客につなげ、交流人口の拡大を図ってまいります。あわせて、本町の観光資源

であり町内外から誘客が見込まれる鵜の池公園キャンプ場や滝山公園を適切に管理するとともに、

交流人口の拡大を図るため、星空保全地域として指定され、優れた星空環境を生かした星空観察

会の開催や広域サイクリングイベントを開催し、地域資源や観光資源の活用に取り組んでまいり

ます。また、昨年１１月にオープンしましたオシドリ観察小屋の運営管理に当たり、新たに短期

任用職員を雇用し、円滑な運営を目指してまいります。さらには、たたらの普及活動やイベント

開催などに取り組む伯耆国たたら顕彰会への支援などにより、たたらをキーワードとした観光づ

くりを進めてまいります。 

 第５分野は、まちづくりでございます。誰もが心豊かで潤いのある生活や、生き生きと輝き活

力がある社会を実現する取組など進めてまいります。 

 まず、生活交通確保対策事業につきまして、令和４年度はタクシー助成券の助成額を拡大し、

町営タクシーを含め町内を運行するタクシーの利用がどう変わるのか、タクシーの保有台数は適
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切なのか検証する実証試験を行ってまいりました。おおむね１年間で多くの方に利用していただ

き、運行体制などの対応が可能であることが確認されましたので、今年度はこれを制度として運

行してまいります。また、タクシーの車両更新では、脱炭素の取組の一環として電気自動車を１

台購入いたします。あわせて、町営バスをより小回りが利くよう小型車両を１台購入し、町民の

皆様にとってより利便性の高いものとなるよう事業を進めてまいります。 

 次に、住民の皆様の買物支援となっている移動販売事業についてでございます。昨年、住民の

皆様から、事業廃止の不安とサービスの継続要望の声が寄せられておりました移動販売事業と、

黒坂・菅福地区唯一のスーパー黒坂店の事業承継は、住民有志が立ち上げた合同会社ひまわりに

事業承継していただき、一日も欠くことのない移動販売と見守りサービス実施に結びつけること

ができ、住み慣れた場所で安心して暮らせる仕組みづくり、ささえ愛のコンビニ・プロジェクト

を実現できました。また、従業員の高齢化による持続的運営の危惧につきましては、従業員の若

返りを一気に進め、きめ細やかなサービスにするなど、改善が進められています。引き続き住民

の皆様の安心につながるよう、官民一体となって取り組んでまいります。 

 次に、日野学園の開校に伴う黒坂小学校及び日野中学校の跡地利用についてでございます。令

和４年３月に日野町立学校跡地利用検討委員会より、日野町立学校跡地利用検討委員会報告書が

提出され、これを基に役場内で利活用について検討を進めてまいりました。令和５年度からは、

報告書に提言されました内容につきまして優先順位をつけながら実施してまいりたいと思います。

黒坂小学校は黒坂地区から歴史ある小学校がなくなるということで、地域の活力が失われるので

はないかと危惧されているところでございます。まず、町としましては、旧黒坂小学校を学びの

拠点として、国の研究機関、中山間研究センター、大学や地方創生に実績のある企業や団体の協

力を得ながら、地域のリノベーションについて住民の皆様の参画をいただきながら研究を進める

活動の拠点として取り組んでまいります。一方の日野中学校についてでございます。小さなお子

様をお持ちの親御さんから、日野町では室内で遊ぶ場所がないという声をよくいただいておりま

した。そこで、日野中学校は、子供たちが安心、安全に学べる施設の設置について、令和６年度

の改修を目指し、検討を進め、子育て環境を充実させてまいります。 

 図書館では、義務教育学校及びひのっこ保育所と連携しながら、図書の充実と読書活動を推進

します。情報提供や展示等の場を設置し、住民が集う場としての活用を進めてまいります。町図

書館に来られなくても本を読むことができる体制とし、義務教育学校の図書館を町民の方も利用

していただくことや、移動図書館の充実を図ってまいります。 

 文化財に関しましては、令和２年度から文化財の保存と活用によるまちづくりを進めてまいり
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ましたが、文化財保存活用地域計画が令和５年度には国の認定をいただける予定でございます。

今後は計画に沿った事業が展開できるよう準備を進めてまいります。 

 デジタル化への取組につきましては、デジタルで、便利で早く、利用しやすい行政を目指し、

４月からマイナンバーカードを使って、役場窓口に来られることなく、コンビニエンスストアで

住民票や印鑑証明、税証明が発行できるようになります。また、町の税金の支払いにつきまして

は、コンビニエンスストアでの納税やＱＲコードによるスマホ納税ができるようになります。こ

れらにより町民の利便性が向上するとともに、業務の効率化を図ってまいります。デジタルディ

バイドの対策としましては、高齢者の方向けのスマートフォン購入補助や、操作などを学んでい

ただくためのスマホ教室の開催、相談員、支援員の配置、町からの情報を発信するアプリの導入、

気軽にフレイルチェックができるシステムの導入などにより、高齢者の方のスマートフォン利用

を促進し、誰もがデジタル技術の活用を通して便利で安全で安心な生活が送られる体制を構築し

てまいります。 

 第６の分野は、保健、医療、福祉でございます。 

 まず、医療につきましては、日野町には全国に誇れる地域医療の拠点病院である日野病院がご

ざいます。日野病院は、新型コロナウイルス対応についても鳥取県の入院協力機関として、コロ

ナ病床の確保、町のワクチン接種への協力など、地域住民の皆様の安心、安全な生活を守ってい

くために欠かすことのできない存在でございます。令和２年３月には、必要な医療を安定的、持

続的に提供するとともに、日野郡をフィールドとした地域医療教育機能を充実させ、医師をはじ

めとする医療従事者の確保に結びつけることを目的に、鳥取大学と日野郡３町で日野郡の医療連

携に係る基本協定を締結しております。この協定の意義を踏まえ、さらに日野郡での医療連携を

進めていき、日野郡３町での医師の共同雇用や、郡内の病院、診療所が持つ強みを生かした運営

体制の構築、鳥取大学医学部小児科や地域医療学講座への支援強化など、今後の医療資源確保に

全力で取り組んでいく所存でございます。 

 次に、介護でございます。安定した介護保険財政の運用につきましては、介護予防事業を強化

し、健康寿命の延伸を図ることが最も重要であると考えております。健康寿命の延伸につきまし

ては、全町でのいきいき百歳体操の取組を続けるほか、新たな取組として、テレビゲームを楽し

みながら健康と交流の増進を図るＷｅスポーツの普及に対する支援、フレイルチェックがスマー

トフォンで可能となるデジタル化にも取り組み、介護予防と健康づくり事業の両面から健康寿命

の延伸を図ってまいります。 

 続いて、福祉でございます。子供から高齢者まで安心して暮らしていける町を実現していくた
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めには、地域支援協力体制を支える社会福祉協議会の役割が非常に重要でございます。引き続き

この社会福祉協議会の人員体制の充実を支援し、関係機関との連携強化を図ってまいります。さ

らには、地域支援等に関わる関係機関が連携強化を図ることで、住民の皆様の生の声を聞き、地

域の課題について話し合うことにより、人と人、人と社会のつながり、一人一人が生きがいや役

割を持ち、助け合いながら暮らしていくことができる地域共生社会の実現ができるよう、取組を

強化してまいります。さらに、本定例会には日野町犯罪被害者等支援条例案を提出しております。

犯罪で被害を受けられた方などの生活再建を後押しするとともに、二次的被害などを防止し、誰

もが安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指してまいります。 

 第７分野は、防災・減災でございます。根雨地区の急傾斜地崩壊対策事業を引き続き実施いた

します。この地区においては、山の斜面が急傾斜であり、斜面の崩壊、落石により人家や道路へ

の被害が想定されております。この被害を防ぐために、落石防止柵等を設置し、対策を行ってお

ります。５年度においても引き続き県営事業として工事を行い、６年度の事業完成に向けて、関

係地元住民の皆様の安心を確保してまいります。 

 一方、町の防災力を維持する上で、ソフト面での大きな課題の一つは、町消防団員の確保でご

ざいます。町の消防力の大きな要の一つが町消防団であることは明らかでございます。しかしな

がら、人口減少、高齢化に伴い、消防団員の新規加入、あるいはその定着は年々厳しさを増して

おります。引き続き団員の確保、定着を図りたいと思います。全町一斉防災訓練では、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、訓練規模の縮小など、制限のある訓練となりましたが、コロナ

禍前の実践的な防災訓練を再開し、地域防災力の向上による防災対策を強化してまいります。ま

た、昨年度から取組を始めました高齢者や障害者等の要配慮者のうち、災害時に自らや家族のみ

では避難の確保を図ることが困難であり、一連の避難行動を取るに当たり支援が必要な避難行動

要支援者に対し、安否確認や避難支援を円滑に行えることを目的とした避難行動要支援者個別避

難計画について、整備するための課題や実効性のある活用方法について、地域の多様な関係者か

ら御意見を聴取するための検討委員会を開催し、取組を強化してまいります。 

 以上、令和５年度の当初予算における主要事業について申し述べました。人口が減少していく

中にあっても、人と人とのつながりを大切にし、生きがいを持って安全で安心して暮らせる町、

暮らしている人たちが住んでよかったと思える町、将来を担う子供たちが誇りを持って未来へ引

き継いでいけるまちづくりを目指して、全力で町政の運営に邁進してまいりますので、議員各位

並びに町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げ、施政方針といたします。 

─────────────・───・───────────── 
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  日程第５ 議案第４号 から 日程第４０ 議案第３９号 

○議長（小谷 博徳君） 日程第５、議案第４号、日野町土地開発基金条例の廃止についてから、

日程第４０、議案第３９号、令和５年度日野町農業集落排水事業特別会計予算までを一括議題と

いたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議がないようですので、一括議題とし、順次説明を求めます。 

 日程第５、議案第４号、日野町土地開発基金条例の廃止について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第４号、日野町土地開発基金条例の廃止に

ついて御説明申し上げます。 

 公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要のある土地をあらか

じめ取得することにより、事業の円滑な執行を図ることを目的として、昭和４９年に創設した日

野町土地開発基金について、基金を廃止したいので、この条例を廃止するものでございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（小谷 博徳君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第４号、日野町土地開発基金条例の廃止について御説明いたし

ます。 

 ２ページ、条例の制定が必要な理由と概要を御覧ください。本基金は、公用もしくは公共用に

供する土地または公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、

事業の円滑な執行を図るため昭和４９年に創設したものでございます。しかしながら、社会経済

情勢の変化に伴い、現在の行政運営においては先行用地取得の必要性が薄れており、土地開発基

金の意義が低下していることから、同基金を廃止するため、この条例を制定するものであります。

また、この基金で保有しています土地、日野町中菅５７９番５８ほか１１件、１，６３１万８，

０００円につきましては、平成１４年に滝山の公園用地として取得いたしましたが、その後の町

の財政状況の悪化や社会情勢の変化により、今後の事業化は困難な状況でございます。このたび、

町の一般会計がこの用地を購入し、その後、基金廃止とともに基金の全額を一般会計に繰り入れ

るものでございます。 

 なお、この条例は令和５年４月１日から施行するものでございます。 

 説明は以上です。 
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○議長（小谷 博徳君） 日程第６、議案第５号、令和４年度日野町一般会計補正予算（第１０号）

について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第５号、令和４年度日野町一般会計補正予

算（第１０号）について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。この補正

予算は、歳入歳出それぞれ５９４万５，０００円を減額し、歳入歳出の予算総額を３７億２，２

０３万円とするものでございます。 

 補正額等は２ページから５ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきたいと思います。

全体を通じ、各事業費の確定による減額が多くを占めております。歳入につきましては、申しま

したように、減額が大半でございますが、特別交付税の１２月算定の確定により地方交付税が増

額、また、地方消費税交付金など国からの譲与税及び交付金が見込額の増により増額となってお

ります。歳出の主なものは、土地開発基金からの土地の購入による増額、西部広域負担金につい

て、最終処分費等の増による増額、基金積立てでは、財政調整基金、減債基金、森林整備基金の

増額を計上しております。 

 繰越明許費は、６ページ、第２表を御覧いただきたいと思います。令和５年度に繰り越して事

業を行うもので、ワクチン接種事業３０２万４，０００円、町行造林事業９１９万３，０００円、

林業再生事業９９５万５，０００円、林道改良事業７１７万円、橋梁修繕事業１，０００万円な

ど１０事業でございます。 

 地方債の補正につきましては、７ページ、第３表、地方債補正を御覧ください。過疎対策事業

債は３，８６０万円を減額、緊急自然災害防止対策事業債は１０万円を減額、合計の限度額を１

億１，８７７万１，０００円とするものでございます。 

 歳入歳出の詳細につきましては各課長から説明させますので、御審議いただきますようよろし

くお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第５号、令和４年度日野町一般会計補正予算（第１０号）につ

いて、予算に関する説明書から御説明いたします。 

 ９ページ、１０ページの歳入歳出補正予算事項別明細書は、御覧をいただきたいと思います。 

 歳入について御説明いたします。１１ページを御覧ください。町税は３５万１，０００円の減

額です。法人町民税の法人税割の減収を見込むものでございます。地方譲与税以下、１２ページ、

環境性能割交付金までは、全体で２，１６３万９，０００円の増額です。国及び県から示された
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額によるものでございます。地方交付税は３，６４６万１，０００円の増額です。特別交付税の

１２月交付額確定によるものでございます。 

 １３ページにかけて、分担金及び負担金、分担金、農林水産業費分担金は１１万８，０００円

の減額です。しっかり守る農林基盤交付金事業分担金の確定によるものです。 

 民生費負担金は、広域入所保育費負担金、病児病後児保育事業負担金、合わせて６３万６，０

００円の減額です。負担金、農林水産業費負担金は３，０００円の減額です。農地中間管理事業

の減額に伴う日野町再生事業負担金の減によるものです。 

 使用料及び手数料、使用料、商工使用料は、鵜の池キャンプサイト使用料については減額、オ

シドリ観察小屋使用料については増額、合わせて１８万５，０００円の減額です。 

 国庫支出金、国庫負担金、民生費負担金は３２万６，０００円の増額です。生活保護就労支援

員設置負担金の確定による生活困窮者自立支援費負担金の増です。 

 国庫補助金、総務費補助金は１３８万６，０００円の減額です。住基ネットに係る基幹システ

ム改修の延期に伴い、社会保障・税番号制度システム整備に伴う補助金の減です。民生費補助金

は、子育て支援交付金及び子どものための教育・保育給付費補助金、合わせて３万円の減額です。 

 １４ページ、衛生費補助金は、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金が１４万７，０００円の

減額です。土木費補助金は、道路メンテナンス事業費補助金が１０５万３，０００円の減額です。 

 国庫委託金、総務費委託金は、参議院議員選挙費委託金の確定により１２１万９，０００円の

減額です。 

 県支出金、県補助金、総務費補助金は、鳥取県移住就業等支援事業補助金が１２０万円の減額

です。民生費補助金は、鳥取県中山間地域市町村保育料無償化等モデル事業費補助金、子ども・

子育て支援交付金、子どものための教育・保育給付費補助金が合わせて４２万７，０００円の減

額です。衛生費補助金は、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金が２５万８，０００円の減額で

す。１５ページにかけて、農林水産業費補助金は、地籍調査事業費補助金、チャレンジプラン支

援事業補助金、農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金、多面的機能支払交付金、町行造林事

業費補助金、林業再生事業費補助金など事業費の確定により２，５５５万１，０００円の減額で

す。教育費補助金は、特別支援学校児童生徒通学支援補助金、鳥取県学校・家庭・地域連携協力

推進事業費補助金及び鳥取県高校生通学費助成補助金の事業費の確定見込みにより、合わせて３

１４万円の減額です。 

 財産収入、財産売払い収入、不動産売払い収入は、町行造林事業の現年度分事業費確定により、

立木売払い収入が２８６万９，０００円の減額です。 
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 寄附金、土木費寄附金は、急傾斜地崩壊対策事業の事業繰越しに伴う財源振替として１万８，

０００円の減額です。 

 繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金は、財源調整として５７６万５，０００円の減額で

す。観光振興基金繰入金は、アウトドア・アクティビティー推進事業について、鵜の池キャンプ

サイト使用料の減による財源振替として５８万５，０００円の増額です。１６ページ、基金繰入

金は、林業再生事業や森林環境税関連事業について、国配分の減額による財源振替や、事業費確

定見込みにより１６６万１，０００円の増額です。土地開発基金繰入金は、基金廃止による繰入

金として１，６３２万５，０００円の増額です。 

 諸収入、雑入は、中山間地域等直接支払交付金及び多面的支払交付金、地元返還金の追加、農

地中間管理事業委託金の事業費確定見込みに伴う減額及び電気料の値上がりなどに伴う金持テラ

スひの共益費の増額により、合わせて１１万４，０００円の増額です。 

 町債、総務債は、移住定住・空き家対策事業債の事業費の確定見込みにより１４０万円の減額

です。林業債は、広域基幹林道宝仏山線整備の事業繰越しに伴う財源振替として１０万円の減額

です。土木債は、町道舟場線道路改良事業、日野町舗装修繕計画策定業務及び橋梁改良事業の今

年度事業費確定による減額で、合わせて３，７００万円の減額です。教育債は、ふるさと教育推

進事業の確定見込みにより２０万円の減額です。 

 続いて、歳出について御説明いたします。１８ページを御覧ください。総務費、総務管理費、

一般管理費は、２１６万８，０００円の減額です。職員手当等、共済費及び旅費は、再任用職員、

会計年度任用職員に係る実績見込みによる人件費の減額です。報償費は、職員研修講師謝金の実

績減、負担金、補助及び交付金は、新型コロナウイルス感染症の影響による視察研修の中止によ

る負担金の減額です。財産管理費は１，７０５万５，０００円の増額です。共済費は、市町村共

済組合互助会負担金が不用となったことによる減額、需用費は、役場庁舎の電気料が想定以上の

値上がりとなったために増額、公有財産購入費は、土地開発基金から用地を取得するための土地

購入費を計上いたしております。１９ページにかけて、企画費は、１，９６４万円の減額です。

報酬、給料、職員手当等及び共済費は、会計年度任用職員の中途での採用などによる減額、報償

費は、地域おこし協力隊の受入れ実績に基づく減額、旅費は、コロナの影響により徳島県への訪

問が中止されたことによる減額、委託料は、黒坂町民テニスコート改修及びたたらのＡＲ保守管

理委託料の確定による減額、工事請負費は、黒坂町民テニスコート改修の確定による減額及び金

持テラスひのパーキングブロック補修による増額、負担金、補助及び交付金は、西部広域行政管

理組合に係る負担金、生きいき“ひの”ふれあい祭り実行委員会への補助、ねう祭りや黒坂納涼



－25－ 

まつりなどの地域自立支援事業、生活交通路線維持費補助金、移住定住・空き家対策に係る補助

金、交付金、地域おこし協力隊に係る補助金等について、それぞれ事業費確定及び見込みによる

ものでございます。続いて、情報処理費は、４６万４，０００円の増額です。需用費は、義務教

育学校への光ケーブル再引込みに係る修繕料、役務費は、テレビ会議などが増えたことによる回

線使用料の増加による増額です。財政調整基金費は、財政調整基金積立金に１，６３２万５，０

００円、減債基金積立金に７，１７１万円、森林整備基金積立金に４５０万１，０００円、それ

ぞれ積み立てすることによる増額です。防災諸費は、共済費について会計年度任用職員の市町村

共済互助会負担金が不用となったことにより３，０００円の減額です。 

 戸籍住民基本台帳費は、委託料について、デジタル手続法改正に伴う住基ネットに係る基幹シ

ステム改修が延期になったため１３８万６，０００円の減額です。 

 参議院議員選挙費は、事務従事者の時間外勤務手当及び投票用紙計数器購入額の確定により１

２９万８，０００円の減額です。 

 次の民生費からは健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 引き続き、２０ページ中段を御覧ください。民生費、社会福祉

費、社会福祉総務費は、国民健康保険特別会計への繰出金１１万３，０００円の増額、老人福祉

費は、高齢者総合評価システム利用者の確定により、電算処理委託料が２５万５，０００円の増

額です。社会福祉施設費は１０万円の減額。報償費は、解放文化祭について規模を縮小して開催

し、講演会を中止したため、講師謝金を減額、旅費は、県外の研修会や研究大会がリモートでの

開催となったために減額、使用料及び賃借料は、県外人権研修が新型コロナウイルス感染症の感

染拡大により中止となったため、道路通行料及び入場料の減額です。 

 ２１ページにかけて、児童福祉費、児童福祉総務費は３７５万１，０００円の減額。報酬、給

料、職員手当等、共済費及び旅費は、代替保育士等の必要時間数が少なくなったこと、職員の育

児休業取得などによる人件費の減額です。委託料は、広域入所に係る委託料の増額、償還金、利

子及び割引料は、令和３年度子ども・子育て支援交付金の精算に伴い、国及び県への返還金が生

じたものです。 

 民生費、生活保護総務費は、負担金、補助及び交付金が、生活保護就労支援員設置負担金の額

の確定により４３万６，０００円の増額。 

 ２２ページにかけて、衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費は５７０万６，０００円の増額。

給料、共済費は、職員の育児部分休業による減額、繰出金は、簡易水道特別会計繰出金の増額で
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す。環境衛生費は２２５万９，０００円の減額。負担金、補助及び交付金は、３町衛生施設組合

へのし尿処理負担金の減額、合併処理浄化槽設置補助金の減額です。 

 清掃費、じんかい処理費は３６４万３，０００円の減額。需用費は、可燃ごみ袋購入費の確定

による減額、負担金、補助及び交付金は、３町衛生施設組合へのごみ処理負担金の減額です。 

 次の農林水産業費からは産業振興課長が説明いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 五百川産業振興課長。 

○産業振興課長（五百川和久君） 引き続き２２ページ中段を御覧ください。農林水産業費、農業

費、農業委員会費は１５万５，０００円の減額です。報償費は、農業委員会の視察中止に伴う謝

金の減額、役務費は、タブレット端末通信料の減額です。農業総務費は１５５万９，０００円の

減額です。職員手当等は、専従派遣職員分の減額、共済費は、再任用職員分の実績見込みによる

減額です。繰出金は、農業集落排水事業特別会計への繰出金の減額です。２３ページにかけて、

農業振興費は１，１６６万２，０００円の減額です。共済費は、会計年度任用職員の市町村共済

組合互助会負担金が不用になったことによる減額です。報償費は、鳥獣捕獲奨励金の捕獲実績減、

特産品支援を行う地域おこし協力隊員の未採用に伴う減額、需用費は、事務費の追加配分に伴う

増額、委託料は、有害鳥獣駆除委託の捕獲実績減に伴う減額、原材料費は、イノシシ侵入防止柵

設置事業の事業確定による減額、負担金、補助及び交付金は、集落ぐるみで行う鳥獣に強い集落

づくり事業の県補助金の配分がなく、事業中止したことによる減、町農林振興公社の運営補助金

の機械更新に伴う入札減、水田台帳システムの移行業務が県一括発注になったことに伴う町農業

再生協議会補助金の減、農地集積推進事業における経営転換協力金、地域集積協力金の減、特産

品支援を行う地域おこし協力隊員の未採用に伴う減額などです。償還金、利子及び交付金は、中

山間地域等直接支払い事業及び多面的機能支払い事業について県への返還金を計上しています。

畜産業費は４０３万円の減額です。報償費は、地域おこし協力隊員の未採用による減額、共進会

への出品牛がなかったことによる減額です。負担金、補助及び交付金は、地域おこし協力隊員の

未採用による減額です。農地費は５６０万７，０００円の減額です。共済費、報償費、需用費、

委託料、補償、補填及び賠償金は、地籍調査事業に係る国配分の減による減額です。工事請負費

は、三土地区作業道丸谷線補修工事の事業完了による減額です。 

 ２４ページ、林業費、林業総務費は６３万２，０００円の減額です。委託料は、林地台帳シス

テムの更新委託予定者のシステム障害により実施が困難になったことによる減額、使用料及び賃

借料は、県森林クラウド年間使用料の減額です。林業振興費は５６０万９，０００円の減額です。

委託料は、朝刈１号線拡幅事業及び大谷２号線補強事業の測量設計費の事業確定による減額、工
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事請負費は、朝刈１号線拡幅事業及び大谷２号線補強事業の国配分の減額など、負担金、補助及

び交付金は、森林経営計画作成経費に係る県配分額減による減額や、町林業従事者雇用促進給付

金の給付希望者がなかったことによる減額です。林道開設費は、事業繰越しに伴う財源振替です。 

 商工費、商工費、観光費は１５０万円の減額です。報償費は、新型コロナ対策として「ＷＥＳ

Ｔ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」のおもてなしアトラクションを未実施としたことによる減額、役務

費は、明地峠ライブカメラ通信料の減額、委託料は、鵜の池公園、滝山公園除草業務の事業確定

による減額、負担金、補助及び交付金は、根雨ＩＣＯＣＡポイント事業の実績見込み減による減

額です。 

 次の土木費から建設水道課長が説明します。 

○議長（小谷 博徳君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） ２５ページを御覧ください。土木費、土木管理費、土木総務費

は１３７万円の減額です。職員手当等は、再任用職員分の実績見込みによる減額、繰出金は、公

共下水道事業特別会計への繰出金の減額です。 

 道路橋梁費、道路維持費は２５１万４，０００円の減額です。報酬、職員手当等、共済費、旅

費は、会計年度任用職員の実績による減額です。委託料は、町道舗装修繕計画策定業務及び町道

板井原線道路修繕工事に係る測量設計等委託料の事業費確定による減額です。工事請負費は、町

道維持工事の事業費確定によるものです。橋梁維持費は３，７８９万円の減額です。委託料は、

道路橋点検業務及び橋梁補修調査、設計業務の業務費確定による減額です。工事請負費は、こぶ

し橋ほか２橋の橋梁補修工事の事業費確定による減額です。２６ページ、道路新設改良費は２２

万円の減額です。町道舟場線道路拡幅工事の測量設計等委託料の事業費確定による減額です。 

 住宅費、住宅管理費は１００万１，０００円の減額です。改良住宅解体跡地のフェンス修繕工

事の事業費確定による減額です。 

 消防費、消防費、非常備消防費は３００万円の減額です。新型コロナウイルス感染症の影響に

よる操法大会出場辞退や、演習等の中止に伴う出場手当の減額です。 

 次の教育費からは教育課長が説明いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 遠藤教育課長。 

○教育課長（遠藤 律子君） 引き続き２６ページ下段を御覧ください。２７ページにかけて、教

育費、教育総務費、事務局費は２２０万６，０００円の減額です。報酬、職員手当等、共済費は、

特別支援学校児童生徒通学支援事業の運転手及び介助員の報酬が対象児童数の減により減額とな

ったこと及び日数減によるものです。旅費は、コロナの影響により研修会等の不参加による減額、
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需用費は、特別支援学校に通学する児童数が減となったことによる公用車の燃料費の減額です。

役務費は、タブレットを使用したオンライン授業の増などによる通信運搬費の増額です。小学校

費、学校管理費は３万８，０００円の増額です。共済費は、市町村共済組合互助会負担金が不用

となったことによる減額。委託料は、受電設備の変更による管理委託料の増額です。 

 中学校費、学校管理費は１７８万６，０００円の減額です。報酬、職員手当等、共済費は、会

計年度任用職員の勤務日数が減となったことによる減額、需用費は、消耗品費を備品購入費に振

り替えたことによる減額、役務費は、電話料の増額、備品購入費は、ＣＯ２モニターの購入によ

る増額です。２８ページ、教育振興費は４５万円の減額です。負担金、補助及び交付金は、体育

大会等の派遣実績が減となったことによる補助金の減額です。 

 社会教育費、社会教育総務費は６３１万１，０００円の減額です。給料、職員手当等、共済費

は、日野高校魅力向上コーディネーターを１名しか配置できなかったことによる減。報償費は、

コミュニティ・スクールディレクターの中途退職による減額。負担金、補助及び交付金は、ふる

さと教育推進協議会の負担金の減額と、公設塾講師不在期間の家賃補助の減額です。公民館費は

２５万６，０００円の減額です。報償費は、事業の中止、縮小による講師謝礼の減額です。文化

財保護費は１２万６，０００円の増額です。需用費は、長楽寺の案内看板の修理のため修繕料を

増額するものです。２９ページにかけて、文化センター費は５，０００円の増額で、会計年度任

用職員の共済費の増です。 

 保健体育費、学校給食費は７９万円の減額で、スチームコンベクションオーブン更新工事の事

業費確定による減額です。体育総務費は１０万２，０００円の増額です。負担金、補助及び交付

金は、社会体育関係大会等の派遣費増による補助金の増額です。 

 公債費は、平成２３年度に借り入れた臨時財政対策債の利率見直しに伴い、元金、利子ともに

変更となったため、それぞれ増減を行うもので、合わせて５０万８，０００円の減額です。 

 災害復旧費、農林水産業施設災害復旧費。農業用施設災害復旧費は５２万３，０００円の増額

です。１月の豪雪により倒壊したビニールハウス施設１棟の復旧補助金です。 

 以上が令和４年度一般会計補正予算（第１０号）の提案説明でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第７、議案第６号、令和４年度日野町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第６号、令和４年度日野町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）について御説明いたします。 
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 議案書を御覧いただきたいと思います。この補正予算は、歳入歳出それぞれ１１万３，０００

円を追加し、歳入歳出の予算総額を４億２，０４８万８，０００円とするものでございます。 

 補正額等は２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきたいと思います。 

 詳細につきましては健康福祉課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第６号、令和４年度日野町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）について御説明いたします。 

 議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書は御覧ください。 

 ４ページ、歳入です。国民健康保険税、一般被保険者国民健康保険税は、医療給付費分及び後

期高齢者支援金分、それぞれ収納見込みにより３００万円の減額。繰入金、一般会計繰入金は、

令和４年度第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料計上に伴う事務費繰入金として１１万３，

０００円の増額。基金繰入金は、財政調整基金繰入金３００万円の増額です。 

 引き続き、歳出です。総務費、総務管理費、一般管理費は、令和４年度第三者行為損害賠償求

償事務共同処理手数料として１１万３，０００円の増額です。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第８、議案第７号、令和４年度日野町介護保険特別会計補正予算（第

２号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第７号、令和４年度日野町介護保険特別会

計補正予算（第２号）について御説明いたします。 

 議案書を御覧いただきたいと思います。この補正予算は、歳入歳出それぞれ９３６万９，００

０円を減額し、歳入歳出の予算総額を６億９，１７１万円とするものでございます。 

 補正額等は２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきたいと思います。 

 詳細につきましては健康福祉課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第７号、令和４年度日野町介護保険特別会計補正予算（第

２号）について御説明いたします。 

 議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書は御覧ください。 
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 ４ページ、歳入です。保険料、介護保険料、第１号被保険者保険料は、現年度分特別徴収保険

料の収納見込みにより９９７万円の減額。国庫支出金、国庫補助金、地域支援事業交付金（包括

的支援事業・任意事業）は、令和３年度に実施した地域支援事業の額が確定したことにより６０

万１，０００円の増額です。 

 引き続き、５ページ、歳出です。諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金は、令和３年度に

実施した地域支援事業の額が確定したことにより、国庫返還金を８２万２，０００円減額、基金

積立金は、介護保険料の減額などにより、介護給付費準備基金積立金８５４万７，０００円を減

額するものです。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第９、議案第８号、令和４年度日野町後期高齢者医療保険特別会計

補正予算（第２号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第８号、令和４年度日野町後期高齢者医療

保険特別会計補正予算（第２号）について御説明いたします。 

 議案書を御覧いただきたいと思います。この補正予算は、歳入歳出それぞれ４２９万円を減額、

歳入歳出の予算総額を５，８６１万８，０００円とするものでございます。 

 補正額等は２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきたいと思います。 

 詳細につきましては健康福祉課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第８号、令和４年度日野町後期高齢者医療保険特別会計補

正予算（第２号）について御説明いたします。 

 議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書は御覧ください。 

 ４ページ、歳入です。後期高齢者医療保険料、特別徴収保険料は、現年度特別徴収保険料の収

納見込みにより２８２万９，０００円の減額、普通徴収保険料についても、収納見込みにより１

４６万１，０００円の減額です。 

 続いて、歳出です。後期高齢者医療広域連合納付金は、令和４年度後期高齢者医療保険料の収

納見込みが減額見込みとなったため、負担金４２９万円を減額するものです。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１０、議案第９号、令和４年度日野町簡易水道特別会計補正予算
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（第４号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第９号、令和４年度日野町簡易水道特別会

計補正予算（第４号）について御説明申し上げます。 

 議案書を御覧いただきたいと思います。この補正予算は、歳入歳出それぞれ８０１万８，００

０円を減額し、歳入歳出の予算総額を８，０１３万円とするものでございます。 

 補正額等は２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきたいと思います。 

 繰越明許費は３ページ、第２表を御覧ください。令和５年度への繰越事業で、公営企業会計移

行に係るものでございます。 

 地方債補正は４ページ、第３表を御覧ください。簡易水道事業債及び過疎対策事業債をそれぞ

れ６１０万円減額し、公営企業会計適用債を１３０万円減額し、合計限度額を５００万円とする

ものでございます。 

 歳入歳出の詳細につきましては建設水道課長より説明させますので、御審議いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） 議案第９号、令和４年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第

４号）について御説明いたします。 

 議案書の５ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書については御覧いただきたいと存じます。 

 続きまして、６ページ、歳入です。繰入金、一般会計繰入金は６２８万６，０００円の増額。

諸収入、雑入、水道管移転補償金は８０万４，０００円の減額。町債、公営企業債は７４０万円

の減額、一般会計債は６１０万円の減額です。 

 続きまして、７ページ、歳出です。総務費、管理費、総務管理費は２５７万６，０００円の減

額です。委託料は、１２７万１，０００円の減額で、公営企業会計移行準備に係る事業費確定に

よるものです。公課費は、消費税の納付額確定により１３０万５，０００円の減額です。施設費

は５４４万２，０００円の減額です。測量設計等委託料は、国道１８１号道路改良に伴う水道管

移転事業及び黒坂地区新水源電気探査事業の事業費確定による減額です。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１１、議案第１０号、令和４年度日野町公共下水道事業特別会計

補正予算（第４号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 
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○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました議案第１０号、令和４年度日野町公共下水

道事業特別会計補正予算（第４号）について御説明申し上げます。 

 議案書を御覧いただきたいと思います。この補正予算は、歳入歳出それぞれ２６１万１，００

０円を減額し、予算総額を９，７１６万８，０００円とするものでございます。 

 補正額等は２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきたいと思います。 

 繰越明許費は３ページ、第２表を御覧ください。令和５年度への繰越事業で、公営企業会計移

行に係るものでございます。 

 地方債補正は３ページ、第３表を御覧ください。公営企業会計適用債を７０万円減額し、合計

限度額を６４０万円とするものでございます。 

 歳入歳出の詳細につきましては建設水道課長から説明させますので、御審議いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） 議案第１０号、令和４年度日野町公共下水道事業特別会計補正

予算（第４号）について御説明いたします。 

 ５ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書については御覧いただきたいと存じます。 

 続きまして、６ページ、歳入です。繰入金、一般会計繰入金は１１０万円の減額。町債、公営

企業債、公営企業会計適用債は７０万円の減額。諸収入、雑入、下水道管移転補償金は８１万１，

０００円の減額です。 

 続きまして、７ページ、歳出です。下水道費、公共下水道費、総務費は１９６万４，０００円

の減額です。委託料は、６３万５，０００円の減額で、公営企業会計移行準備に係る事業費確定

によるものです。公課費は、消費税の納付額確定により１３２万９，０００円の減額です。施設

管理費は６５万１，０００円の減額で、測量設計等委託料は、国道１８１号道路改良に伴う下水

管移転事業の事業費確定による減額です。公債費、利子は、償還金利子を４，０００円増額する

ものです。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１２、議案第１１号、令和４年度日野町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第４号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１１号、令和４年度日野町農業集落排水

事業特別会計補正予算（第４号）について御説明申し上げます。 
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 議案書を御覧いただきたいと思います。この補正予算は、歳入歳出それぞれ８８万９，０００

円を減額し、予算総額を４，７６６万５，０００円とするものでございます。 

 補正額等は２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきたいと思います。 

 繰越明許費は３ページ、第２表を御覧ください。令和５年度への繰越事業で、公営企業会計移

行に係るものでございます。 

 地方債は４ページ、第３表を御覧ください。公営企業会計適用債を６０万円減額し、合計限度

額を６４０万円とするものでございます。 

 詳細につきましては建設水道課長より説明させますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） 議案第１１号、令和４年度日野町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第４号）について御説明いたします。 

 ５ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書については御覧いただきたいと存じます。 

 続きまして、６ページ、歳入です。繰入金、一般会計繰入金は２８万９，０００円の減額。町

債、農業集落排水事業債、公営企業会計適用債は６０万円の減額です。 

 続きまして、歳出です。総務費、管理費、施設管理費は８９万２，０００円の減額です。委託

料は、６３万６，０００円の減額で、公営企業会計移行準備に係る事業費確定によるものです。

公課費は、消費税の納付額確定により２５万６，０００円の減額です。公債費、利子は、償還金

利子を３，０００円増額するものです。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１３、議案第１２号、日野町議会の個人情報の保護に関する条例

の制定について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１２号、日野町議会の個人情報の保護に

関する条例の制定について御説明申し上げます。 

 これは、新たな個人情報保護法が令和５年４月より施行されることを受け、町議会における個

人情報保護法制度の適正運用を図るため、条例の制定をするものでございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（小谷 博徳君） 景山総務課長。 
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○総務課長（景山 政之君） 議案第１２号、日野町議会の個人情報の保護に関する条例の制定に

ついて御説明いたします。 

 ２ページ、条例の制定が必要な理由と概要を御覧ください。個人情報保護法の改正により、令

和５年４月から、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が、新たな個人情報保護法に統合

されることとなりました。 

 これにより、国、地方公共団体及び民間事業者等における個人情報保護制度の一本化が図られ、

共通の法規定が適用されることとなりましたが、この新たな個人情報保護法に基づく対象から地

方公共団体の議会が除外されたことに伴い、自律的な措置として条例制定を行うものでございま

す。 

 この条例は、議長、議員を除く議会が所有する個人情報の適正な取扱い、個人情報の開示、改

正及び利用停止を求める権利を明確にし、個人の権利、利益を保護することを目的といたしてお

ります。 

 条例の概要といたしましては、個人情報の取扱い、１，０００人以上の個人情報ファイル簿の

作成及び公表の基準、また、本人等からの申請に基づく自己情報の開示、訂正及び利用停止等の

手続、職員等に対する罰則規定等を定めたものでございます。 

 なお、施行期日は、令和５年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１４、議案第１３号、日野町個人情報保護法施行条例の制定につ

いて、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１３号、日野町個人情報保護法施行条例

の制定について御説明申し上げます。 

 これは、新たな個人情報保護法が令和５年４月より施行されることを受け、個人情報保護法の

制度の適正運用を図るため、条例を制定するものでございます。 

 詳細につきましては総務課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願い

いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第１３号、日野町個人情報保護法施行条例の制定について御説

明いたします。 
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 ２ページ、条例の制定が必要な理由と概要を御覧ください。デジタル社会の形成を図るための

関係法律の整備に関する法律に基づき、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和５年４月

１日より地方公共団体に改正後の個人情報保護法が適用されることとなりました。これにより、

これまで自治体ごとに条例を制定し、条例に基づき行っていた個人情報の取扱いを、改正後の個

人情報保護法に基づく取扱いとする必要があるため、新たに日野町個人情報保護法施行条例を制

定し、あわせて、これまでの日野町個人情報保護条例を廃止するものでございます。 

 制定の内容ですが、改正後の個人情報保護法に基づく施行条例を制定するとともに、個人情報

保護法の規定に基づき、条例で定めることが必要、または定めることができる事項についての規

定を設けるものでございます。 

 なお、施行期日は、令和５年４月１日としております。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） ここで休憩をいたします。 

 再開は１時１５分。休憩。 

午前１１時５８分休憩 

─────────────────────────────── 

午後 １時１５分再開 

○議長（小谷 博徳君） 再開をいたします。 

 日程第１５、議案第１４号、日野町印鑑条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１４号、日野町印鑑条例の一部改正につ

いて御説明申し上げます。 

 これは、本町におきまして今年４月から個人番号カードを用いて印鑑登録証明書がコンビニエ

ンスストアで交付が可能となることから、関係条例の一部を改正するものでございます。 

 詳細につきましては住民課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（小谷 博徳君） 荒木住民課長。 

○住民課長兼会計管理者（荒木 憲男君） 議案第１４号、日野町印鑑条例の一部改正について説

明いたします。 

 議案書の２ページ、概要を御覧ください。印鑑登録証明書について、個人番号カード（マイナ

ンバーカード）の普及促進及び利便性向上のため、コンビニエンスストアにて印鑑登録証明書の
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発行ができるものです。これは、マイナンバーカードの交付を受けている方が、印鑑登録証の代

わりに当該マイナンバーカードを用いて、コンビニエンスストアに設置してある多機能端末機（マ

ルチコピー機）により、印鑑登録証明書の発行を受けることができることに伴い、日野町印鑑条

例の一部改正を行うものです。 

 なお、施行期日は、令和５年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１６、議案第１５号、日野町議会議員及び日野町長の選挙におけ

る選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１５号、日野町議会議員及び日野町長の

選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、公職選挙法施行令の一部改正に基づき、選挙運動公費負担の一部について、限度額ま

たは単価の引上げが行われたため、関係条例の一部を改正するものでございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（小谷 博徳君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第１５号、日野町議会議員及び日野町長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の一部改正について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。公職選挙法施行令の一部改正に基

づき、所要の改正を行うものであります。 

 改正の内容といたしましては、１つ目に、選挙運動用自動車使用の公費負担を改定し、一般運

送契約の限度額を４４０円引き上げ３万６，３００円に、一般運送契約以外の契約のうち、自動

車借入れについて３００円引き上げ１万６，１００円に、燃料供給について１４０円引き上げ７，

７００円とするものです。２つ目に、選挙運動用ビラ作成の公費負担の単価を２２銭引き上げ７

円７３銭とするものです。 

 なお、施行期日は、公布の日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１７、議案第１６号、日野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 
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○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１６号、日野町議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、特別職の国家公務員の給与改定に準じ、関係条例の一部を改正するものでございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（小谷 博徳君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第１６号、日野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部改正について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。これは、特別職の国家公務員の給

与改定に準じ、日野町議会議員の期末手当の額について、支給月数を６月期及び１２月期それぞ

れ０．０２５月分を引き上げ、１．６５月分とし、年間で３．３０月分とするものです。 

 なお、施行期日は、令和５年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１８、議案第１７号、日野町特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１７号、日野町特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、４月より義務教育学校になることに伴い、非常勤特別職の報酬について関係条例の一

部を改正するものでございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（小谷 博徳君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第１７号、日野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部改正について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。令和５年４月１日に義務教育学校

を設置し、日野中学校、根雨小学校、黒坂小学校を廃止し、日野学園とすることに伴い、学校名

及び報酬額を改正するものであります。 

 なお、施行期日は、令和５年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 
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○議長（小谷 博徳君） 日程第１９、議案第１８号、日野町特別職の職員で常勤のものの給与及

び旅費に関する条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１８号、日野町特別職の職員で常勤のも

のの給与及び旅費に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、特別職の国家公務員の給与改定に準じ、関係条例の一部を改正するものでございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（小谷 博徳君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第１８号、日野町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例の一部改正について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。これは、特別職の国家公務員の給

与改定に準じて、町長、副町長及び教育長の期末手当の支給月数を、６月期及び１２月期それぞ

れ０．０２５月分を引き上げ、１．６５月分とし、年間で３．３０月分とするものです。 

 なお、施行期日は、令和５年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２０、議案第１９号、日野町会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１９号、日野町会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、令和４年人事院勧告に準じて行う会計年度任用職員の給与を改定するため、関係条例

の一部を改正するものでございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（小谷 博徳君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第１９号、日野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。これは、一般職の職員に行った人

事院勧告に基づく給料表の改正について、１年間の有期雇用となる会計年度任用職員については、
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年度中途での雇用に関する条件は変更しないこととし、令和５年度から給料表を改正するもので

す。 

 なお、施行期日は、令和５年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２１、議案第２０号、日野町立学校施設使用条例の一部改正につ

いて、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２０号、日野町立学校施設使用条例の一

部改正について御説明申し上げます。 

 これは、令和５年４月１日からの義務教育学校の設置に伴い、関係条例を改正するものでござ

います。 

 詳細につきましては教育課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（小谷 博徳君） 遠藤教育課長。 

○教育課長（遠藤 律子君） 議案第２０号、日野町立学校施設使用条例の一部改正について御説

明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。この条例改正は、令和５年４月１

日に日野町立義務教育学校日野学園を設置することに伴い、学校施設使用条例の別表中の区分学

校名を日野学園と改めるものです。 

 なお、施行期日は、令和５年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２２、議案第２１号、日野町立学校給食センターの設置及び管理

に関する条例の一部改正についての提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２１号、日野町立学校給食センターの設

置及び管理に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、令和５年４月１日からの義務教育学校の設置に伴い、関係条例を改正するものでござ

います。 

 詳細につきましては教育課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 
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○議長（小谷 博徳君） 遠藤教育課長。 

○教育課長（遠藤 律子君） 議案第２１号、日野町立学校給食センターの設置及び管理に関する

条例の一部改正について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。この条例改正は、令和５年４月１

日に日野町立義務教育学校を設置するため、日野町立学校設置条例を制定したことに伴い、第３

条中の条例名を改めるものです。 

 なお、施行期日は、令和５年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２３、議案第２２号、日野町立社会体育館の設置及び管理に関す

る条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２２号、日野町立社会体育館の設置及び

管理に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、黒坂小学校及び日野中学校の廃校に伴い、両校体育館を社会体育施設として位置づけ

るため、関係条例を改正するものでございます。 

 詳細につきましては教育課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（小谷 博徳君） 遠藤教育課長。 

○教育課長（遠藤 律子君） 議案第２２号、日野町立社会体育館の設置及び管理に関する条例の

一部改正について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。この条例改正は、日野町立義務教

育学校の開校に伴い、廃校となる黒坂小学校及び日野中学校の体育館について、町の社会体育施

設として位置づけ、条例に黒坂社会体育館及び根雨社会体育館を追加し、使用料について規定す

るものです。 

 なお、施行期日は、令和５年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２４、議案第２３号、日野町立下榎集会所の設置及び管理に関す

る条例の廃止について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２３号、日野町立下榎集会所の設置及び
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管理に関する条例の廃止について御説明申し上げます。 

 これは、施設に隣接する下榎隣保館に転用（用途変更）することに伴い、条例を廃止するもの

でございます。 

 詳細につきましては教育課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（小谷 博徳君） 遠藤教育課長。 

○教育課長（遠藤 律子君） 議案第２３号、日野町立下榎集会所の設置及び管理に関する条例の

廃止について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の廃止が必要な理由と概要を御覧ください。下榎集会所は昭和５３年２月に文

科省補助により、同和地区及びその近隣地域における社会教育活動の充実、発展を図り、住民の

生活と福祉の向上に資することを目的として設置されましたが、現状では下榎隣保館及び町人権

センターがその役割を担っております。よって、下榎集会所施設については、下榎隣保館に転用

し、業務を下榎隣保館及び町人権センターに移管することに伴い、本条例を廃止するものであり

ます。 

 なお、この条例は、令和５年４月１日から施行するものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２５、議案第２４号、日野町隣保館の設置及び管理に関する条例

の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２４号、日野町隣保館の設置及び管理に

関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、下榎集会所を廃止し、施設に隣接する下榎隣保館に転用（用途変更）することに伴い、

関係条例を改正するものでございます。 

 詳細につきましては教育課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（小谷 博徳君） 遠藤教育課長。 

○教育課長（遠藤 律子君） 議案第２４号、日野町隣保館の設置及び管理に関する条例の一部改

正について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。この条例改正は、下榎集会所を廃

止して、施設について下榎隣保館に転用することに伴い、設置位置を追加し、附則に、集会所の



－42－ 

廃止と転用を明記するものです。 

 なお、施行期日は、令和５年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２６、議案第２５号、日野町下榎隣保館使用料条例の一部改正に

ついて、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２５号、日野町下榎隣保館使用料条例の

一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、下榎集会所を廃止し、施設に隣接する下榎隣保館に転用（用途変更）することに伴い、

関係条例を改正するものでございます。 

 詳細につきましては教育課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（小谷 博徳君） 遠藤教育課長。 

○教育課長（遠藤 律子君） 議案第２５号、日野町下榎隣保館使用料条例の一部改正について御

説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。この条例改正は、下榎集会所を廃

止して、施設について下榎隣保館に転用することに伴い、使用料条例の別表の設備、区分等を改

め、また、使用料納付期限について改正するものです。 

 なお、施行期日は、令和５年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２７、議案第２６号、日野町犯罪被害者等支援条例の制定につい

て、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２６号、日野町犯罪被害者等支援条例の

制定について御説明申し上げます。 

 これは、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等の支援に関する基本理念のほか、町、町

民及び事業者の責務を明らかにし、犯罪被害者等の支援の基本事項を定めるため、条例を制定す

るものでございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 
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○議長（小谷 博徳君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第２６号、日野町犯罪被害者等支援条例の制定について御説明

いたします。 

 ２ページ、条例の制定が必要な理由と概要を御覧ください。犯罪被害者やその家族・遺族は、

ある日突然犯罪に巻き込まれ、命を奪われたり負傷したりするだけではなく、精神的、経済的に

も厳しい状況に置かれるなど、日常生活が困難になるおそれがあります。そのような中、特に町

は、町民、住民にとって最も身近な存在であることから、このたび、犯罪被害者等の支援に関し、

基本理念を定め、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復または軽減及び生活の再建を図るとと

もに、犯罪被害者等が安心して暮らせるよう支える地域社会の形成を促進することを目的として、

犯罪被害者等基本法に基づき、条例を制定するものであります。 

 制定内容につきましては、第３条に犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定義し、第４条に

町の役割、責務、第５条に町民及び事業者の責務、第６条に相談窓口の設置、第７条に見舞金の

支給、第８条に犯罪被害者等が直面している諸般の問題解決に必要な総合的支援の実施、第９条

に広報啓発を明記しております。 

 なお、施行期日は、令和５年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２８、議案第２７号、日野町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２７号、日野町家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、児童福祉関係府省令、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する

省令、学校、児童福祉施設等におけるバス送迎の安全管理の徹底に係る関係府省令等の一部改正

に伴い、関係条例を改正するものでございます。 

 詳細につきましては教育課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（小谷 博徳君） 遠藤教育課長。 

○教育課長（遠藤 律子君） 議案第２７号、日野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。この条例改正は、児童福祉施設の
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設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の制定に伴い、安全計画の策定等の規定を追

加し、懲戒権に関する規定を削除、衛生管理等の規定の一部を改正するものです。また、学校、

児童福祉施設等におけるバス送迎の安全管理の徹底に係る関係府省令等の一部改正に伴い、自動

車を運行する場合の所在確認に関する規定を追加するものです。 

 なお、施行期日は、令和５年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２９、議案第２８号、日野町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２８号、日野町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、児童福祉関係府省令の一部改正に伴い、関係条例を改正するものでございます。 

 詳細につきましては教育課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（小谷 博徳君） 遠藤教育課長。 

○教育課長（遠藤 律子君） 議案第２８号、日野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。この条例改正は、児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の制定に伴い、懲戒権に関する規定が削除さ

れたため、懲戒に係る権限の濫用禁止の規定を削除するものです。 

 なお、施行期日は、公布の日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第３０、議案第２９号、日野町放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２９号、日野町放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令、学校児童福祉施

設等におけるバス送迎の安全管理の徹底に係る関係府省令等の一部改正に伴い、関係条例を改正

するものでございます。 
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 詳細につきましては教育課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（小谷 博徳君） 遠藤教育課長。 

○教育課長（遠藤 律子君） 議案第２９号、日野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。この条例改正は、児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の制定に伴い、安全計画や業務継続計画の策

定等の規定を追加し、衛生管理の規定の一部を改正するものです。また、学校、児童福祉施設等

におけるバス送迎の安全管理の徹底に関わる関係府省令等の一部改正に伴い、自動車を運行する

場合の所在確認に関する規定を追加するものでございます。 

 なお、施行期日は、令和５年４月１日からとしております。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第３１、議案第３０号、日野町国民健康保険条例の一部改正につい

て、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第３０号、日野町国民健康保険条例の一部

改正について御説明申し上げます。 

 これは、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、関係条例を改正

するものでございます。 

 詳細につきましては健康福祉課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第３０号、日野町国民健康保険条例の一部改正について御

説明いたします。 

 ２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。これまで、保険給付として出産育

児一時金の額は、出産費用等の状況等を踏まえ改正されてきたところです。現在、産科医療補償

制度の加算対象となる出産育児一時金としては、４０万８，０００円に１万２，０００円を加算

し４２万円としています。このたび、社会保障審議会医療保険部会の議論の整理において、出産

育児一時金の額は令和４年度の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和５年４月から

全国一律で５０万円に引き上げるべきとされ、関係政令の改正が行われました。これを踏まえ、
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日野町国民健康保険条例第６条中の出産育児一時金４０万８，０００円を４８万８，０００円に

改めるもので、これにより産科医療補償制度の加算対象となる出産育児一時金の支給額は総額５

０万円となります。 

 なお、施行期日は、令和５年４月１日からとし、施行日前に出産した被保険者に係る日野町国

民健康保険条例第６条の規定による出産育児一時金の額については、なお、従前の例によること

とします。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第３２、議案第３１号、土地の無償貸付について、提出者の説明を

求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第３１号、土地の無償貸付について御説明

申し上げます。 

 これは、日翔会が運営する介護老人保健施設等の用地について、町有地を無償で貸し付けるこ

とについて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 詳細につきましては健康福祉課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第３１号、土地の無償貸付につきまして御説明申し上げま

す。 

 議案書を御覧いただきたいと思います。対象となる土地の所在地は、御覧のとおり８筆、地目

は宅地及び雑種地、面積は合計２，７１５．５６平方メートルでございます。無償貸付けの目的

は、住民が今後も質の高い介護保険サービスの提供を受けることができるように、介護老人保健

施設等の運営に必要な用地を引き続き無償で貸し付けるものでございます。貸付期間は、令和５

年４月１日から、令和１７年３月３１日まで。契約の相手方は、鳥取県日野郡日野町根雨９０９

番地１、医療法人社団日翔会、理事長、湖山泰成でございます。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第３３、議案第３２号、令和５年度日野町営土地改良事業経費の賦

課基準並びにその徴収時期及び方法について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 
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○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第３２号、令和５年度日野町営土地改良事

業経費の賦課基準並びにその徴収時期及び方法について御説明申し上げます。 

 これは、令和５年度に実施する日野町営土地改良事業に関し、受益者に対する経費の賦課基準、

その徴収時期と徴収方法について定めるものでございます。 

 詳細につきましては産業振興課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 五百川産業振興課長。 

○産業振興課長（五百川和久君） 御説明申し上げます。事業名称は、国庫補助、農業水路等長寿

命化・防災減災事業によります本郷水路改修事業です。経費の賦課基準は、事業費の１５％相当

額です。徴収時期は、令和６年３月３１日限り、徴収方法は、町税の徴収方法に準拠するもので

す。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第３４、議案第３３号、令和５年度日野町一般会計予算について、

提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第３３号、令和５年度日野町一般会計予算

について御説明申し上げます。 

 議案書を御覧いただきたいと思います。今年度の歳入歳出予算総額を３５億３，４６０万円と

したところでございます。前年度当初予算に比較しますと、額として１億５，６２５万８，００

０円、率にして４．６％の増額でございます。地域情報化事業や生活交通確保対策事業、西部広

域の負担金など、生活基盤に係る費用や、大型事業の償還が始まった公債費の増加などによるも

のでございます。 

 歳入歳出予算につきましては、予算書２ページから６ページの第１表、歳入歳出予算を御覧い

ただきたいと思います。 

 地方債は７ページ、第２表にあるとおり、起債ごとに目的、限度額、起債の方法、利率及び償

還方法を定めるもので、過疎対策事業債１億８１０万円、緊急自然災害防止対策事業債３，９４

０万円、臨時財政対策債５，０００万円の合計１億９，７５０万円でございます。 

 １ページにお戻りいただき、一時借入金の限度額を２億円と定めるとともに、地方自治法第２

２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算において流用することができる場合を、給料等人

件費の各項の間の流用と定めております。 
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 歳出の主なもの、その柱となるものは施政方針で長く述べてまいりましたので、ここでは新規

事業など、特徴的な事業についてのみ紹介させていただきます。 

 まず、集落の維持・移住・定住分野では、単独では集落機能の維持が困難な自治会を広域的な

組織で支え合う仕組み、小さな拠点への専従集落支援員の配置、黒坂小学校跡地を活用したまち

づくりなどに従事する中山間地域振興リーダーを設置する集落支援事業に１，１２３万４，００

０円、新たに町外在住、町外在学生帰省支援補助金を加える移住定住・空き家対策事業に１，６

７９万３，０００円。 

 子育て・幼児教育、学校教育分野では、相談支援、すくすく子育て支援金や、出生祝い金など

を支給、加えて、新たに子育て応援ガイドを刷新するなど、子育て世代包括支援センター事業に

４３２万９，０００円、１８歳までの医療費自己負担を無償化する事業に１３１万４，０００円、

義務教育学校日野学園の管理運営をするための費用３，７４０万１，０００円、日野学園体育館

の照明をＬＥＤ化する事業に５７０万円、学校給食費を３分の２助成する事業や、調理機器の更

新を行う学校給食事業３，８０３万３，０００円を計上しております。 

 産業・雇用の分野では、経営移譲を受けた担い手に機械補助を行う経営継続発展支援事業補助

金を追加し、農業振興６２５万２，０００円、高性能林業機械の導入補助を行う林業事業体機械

導入補助金を追加し、林業再生事業２，２０５万１，０００円、新規林業就労者の確保及び町内

への移住定住を図るため、新規林業就労者家賃補助を行う森林環境税関連事業７６０万４，００

０円、観光振興には、今年度も４月から８月まで根雨駅に停車予定の「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳ

Ｓ 銀河」おもてなし事業２２万円、昨年１１月にオープンしたオシドリ観察小屋管理事業２２

４万９，０００円などを計上しております。 

 次に、まちづくり分野では、高齢者向けスマートフォン購入補助、スマホ教室の開催、相談員、

支援員の配置、町からの情報を発信するアプリの導入、気軽にフレイルチェックができるシステ

ム導入など、地域情報化事業２，７３４万５，０００円、電気自動車タクシーの購入とバスの更

新を行う生活交通確保対策事業８，２７９万円、黒坂小学校及び日野中学校の学校跡地活用とし

て施設の維持管理を中心に１，１３６万５，０００円などでございます。 

 次に、保健・医療・福祉の分野では、胃がんリスク検診として中学生を対象にしたピロリ菌検

査を加え、健康増進事業８００万１，０００円、日野病院組合への負担金４億６０５万３，００

０円、社会福祉協議会が行う幅広い世代に対応する事業が円滑に行えるよう助成する事業１，５

２７万１，０００円などでございます。 

 次に、防災・減災分野では、災害時、平常時に上空から撮影できるドローンの購入を加え、防
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災一般管理１，０８７万３，０００円、下菅橋橋梁補修などの橋梁修繕事業４，５７３万８，０

００円などを計上しております。また、町道板井原線道路修繕工事、町道下黒坂線舗装修繕工事

など、道路維持一般管理６，０４２万１，０００円、町道舟場線道路改良事業に１，１００万円

を計上しております。 

 歳入の主なものとしましては、町税３億１，３３１万７，０００円、地方交付税１９億９，３

８６万８，０００円、国庫支出金１億７，８１１万９，０００円、県支出金３億１９３万７，０

００円、繰入金２億６，１９７万２，０００円、町債１億９，７５０万円等をもって充てるもの

でございます。 

 詳細につきましては各担当課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第３３号、令和５年度日野町一般会計予算について、予算に関

する説明から御説明いたします。 

 ９ページから２１ページの歳入歳出予算事項別明細書、給与費明細書、債務負担行為に関する

調書、地方債に関する調書については御覧をいただきたいと思います。 

 歳入です。２２ページを御覧ください。町税、個人町民税は、前年より６１５万円の増額を見

込み、８，５５１万２，０００円を計上しています。法人町民税は、前年度とほぼ同額の１，０

２６万円を計上しています。固定資産税は、償却資産に係る課税額の減少を見込み１億８，８６

６万２，０００円を計上しています。国有資産等所在市町村交付金及び納付金は２３３万８，０

００円を見込み、軽自動車税は、環境性能割、種別割は合計で１，２８２万５，０００円、市町

村たばこ税は、昨年度と同額の１，３７２万円を見込んでおります。 

 ２３ページ、地方揮発油譲与税は７５０万６，０００円、自動車重量譲与税は２，２９７万６，

０００円、森林環境譲与税は２，９５０万５，０００円。 

 利子割交付金は１５万円、配当割交付金は１１７万３，０００円。 

 株式等譲渡所得割交付金は１０３万円。 

 ２４ページ、法人事業税交付金は５９５万２，０００円、地方消費税交付金は７，６２０万３，

０００円。環境性能割交付金は２５２万３，０００円及び地方特例交付金４４万３，０００円に

つきましては、国及び県が示した見込額を計上いたしております。 

 次に、地方交付税です。普通交付税は、令和４年度の実績、基準財政需要額の算定項目、公債

費の増額に伴う交付税措置などを勘案し、１，３１１万７，０００円増額の１７億６，３８６万
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８，０００円、特別交付税は３，０００万円増額の２億３，０００万円で、合計１９億９，３８

６万８，０００円を計上しております。 

 ２５ページにかけて、交通安全対策特別交付金は５０万円。 

 分担金及び負担金、分担金、農林水産業費分担金は４５万円、農業水路等長寿命化・防災減災

事業分担金です。負担金、総務負担金は、鳥取県派遣職員人件費負担金など、民生費負担金は、

広域入所保育費負担金、病児病後児保育事業負担金など、教育費負担金は、日野高校コーディネ

ーター事業負担金など。農林水産業費負担金は、日野町再生事業負担金として、負担金の合計と

しては８８９万５，０００円を計上しております。 

 ２６ページにかけて、使用料及び手数料です。使用料の主なものとしまして、総務使用料は、

町営バス、町営タクシー運行使用料など、商工使用料は、鵜の池キャンプサイト使用料やオシド

リ観察小屋使用料、土木使用料は、町道敷使用料、町営住宅使用料など、教育使用料は、文化セ

ンター、公民館、テニスコート及び社会体育館使用料などで、使用料の合計としては２，６７５

万円を計上しております。 

 ２７ページ、手数料の主なものとしまして、総務手数料は、各種証明手数料や督促手数料、戸

籍、住民票に係る手数料など、民生手数料は、介護予防ケアマネジメント事業手数料、衛生手数

料は、ごみ処理手数料、狂犬病予防事業手数料などで、手数料の合計としては９９３万５，００

０円です。 

 続いて、２８ページにかけて、国庫支出金、国庫負担金、民生費負担金１億３８４万８，００

０円は、障害者支援費負担金、児童手当負担金、生活保護費負担金など、衛生費負担金１１万６，

０００円は、養育医療費負担金です。 

 国庫補助金、総務費補助金２，３５８万円は、電源立地地域対策交付金、特定地域づくり事業

推進交付金、デジタル田園都市国家構想交付金、社会保障・税番号制度システム整備費補助金な

ど。民生費補助金１，１７６万３，０００円は、在宅障害者地域生活支援補助金、おひさまひろ

ば等の子育て支援事業に係る交付金など。２９ページにかけて、衛生費補助金５２万８，０００

円は、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金、母子保健衛生費補助金など。農林水産業費補助金

４０万４，０００円は、経営継承・発展等支援事業補助金です。土木費補助金３，６９２万１，

０００円は、町道舟場線道路改良事業に係る社会資本整備総合交付金及び橋梁修繕事業等に係る

道路メンテナンス事業費補助金。教育費補助金４万５，０００円は、特別支援教育就学奨励費補

助金です。 

 国庫委託金、総務費委託金１６万１，０００円は、中長期在留者住居地届出等事務費委託金な
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ど、民生費委託金７５万３，０００円は、国民年金事務費委託金です。 

 続きまして、県支出金、県負担金、総務費負担金４０３万５，０００円は、県民税取扱費負担

金。３０ページにかけて、民生費負担金５，２８９万５，０００円は、障害者支援費負担金、児

童手当負担金、国民健康保険基盤安定費負担金、後期高齢者医療保険基盤安定費負担金など。衛

生費負担金５万８，０００円は、療育医療費負担金です。 

 県補助金、総務費補助金４，２６９万６，０００円は、市町村創生交付金、鳥取県超高速情報

通信基盤整備補助金、中山間地域路線維持支援補助金、みんなで支え合う中山間地域づくり総合

支援事業費補助金、特定地域づくり事業費補助金など。３１ページにかけて、民生費補助金２，

７２２万７，０００円は、特別医療費補助金、隣保館運営費補助金、鳥取県中山間地域市町村保

育料無償化等モデル事業費補助金、子ども・子育て支援交付金など。衛生費補助金７５９万１，

０００円は、鳥取県自治体病院補助金、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金など。農林水産業

費補助金１億４，５８４万８，０００円は、農業費補助金として、地籍調査事業費補助金、農業

者戸別所得補償制度推進事業費補助金、多面的機能支払交付金、農地を守る直接支払事業交付金

など、林業費補助金として、町行造林事業費補助金、林業再生補助金など。商工費補助金６５万

２，０００円は、鳥取県新型コロナウイルス感染症対応利子補助金など。土木費補助金６０万６，

０００円は、日野郡除雪機械運転手育成補助金など。３３ページにかけて、教育費補助金１，１

６１万４，０００円は、特別支援学校児童生徒通学支援補助金、鳥取県学校・家庭・地域連携協

力推進事業費補助金などです。 

 続きまして、県委託金、総務費委託金５４７万６，０００円は、統計調査費委託金、県知事選

挙費委託金、県議会議員選挙費委託金などです。民生費委託金１１万３，０００円は見舞金支給

委託金、土木費委託金２８４万７，０００円は県道除雪応援委託金、教育費委託金２７万９，０

００円は人権啓発活動費地方委託金です。 

 ３４ページにかけて、財産収入、財産運用収入、財産貸付収入６５７万５，０００円は、土地、

建物、伝送路等の貸付収入。利子及び配当金３２８万円は各種基金の利子や配当金です。 

 財産売払い収入、不動産売払い収入８１９万１，０００円は町有林の間伐材売払い収入を計上

しております。 

 寄附金、総務費寄附金４，０００万円は、ふるさと納税寄附金です。土木費寄附金３１万２，

０００円は公共急傾斜地崩壊対策事業費寄附金です。 

 ３５ページ、繰入金、基金繰入金、財政調整繰入金は１億４，１１０万７，０００円、一般財

源を賄うため財政調整基金から繰り入れるものです。観光振興基金繰入金３６９万６，０００円
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は、アウトドア・アクティビティー推進事業、観光案内板や観光パンフレットの作成などに充て

るものです。愛と元気の日野町ふるさと基金繰入金４７６万６，０００円は、日野中学校跡地で

の乳幼児などが遊べる場の備品購入費、保育所、義務教育学校及び町図書館の図書購入費、小説

「生田長江」発刊への補助金などに充てるものです。森林整備基金繰入金２，７９２万８，００

０円は、林業再生事業、森林環境税関連事業、林道改良事業などに充てるものです。公共施設等

長寿命化基金繰入金４，５４７万５，０００円は、庁舎のエレベーター改修、山村開発センター

サッシ修繕、給食センターやひのっこ保育所の厨房設備の更新などに充てるものです。減債基金

繰入金３，０００万円は、公債費の償還に充てるものです。 

 特別会計繰入金、介護保険特別会計繰入金は９００万円を計上しています。 

 諸収入、町預金利子１万円は、歳計一時預金利子です。 

 ３６ページ、貸付金元利収入、社会福祉貸付金元利収入２４６万８，０００円は、住宅新築資

金等貸付金の元利収入及び福祉専門員奨学資金貸付金元金収入。災害援護資金貸付金元利収入３

６万円は、同貸付金元利収入です。生活保護つなぎ資金元利収入９万円も、同貸付金元利収入で

す。ささえ愛コンビニ・プロジェクト貸付金元金収入２００万円も、同貸付金元金収入です。 

 ３７ページにかけて、諸収入、雑入は２，３４７万８，０００円。特別医療に係る高額療養費

繰替え戻入金、保育所職員共食費、社会福祉施設用地使用料等、宝くじ収入を財源とするコミュ

ニティー助成金、農地中間管理事業委託金、金持テラスひの共益費等、デジタル基盤改革支援基

金補助金などです。 

 ３８ページ、受託事業収入、医療と介護の一体的実施事業受託料７１３万２，０００円は、後

期高齢者医療広域連合からの受託事業です。 

 ３９ページにかけて、町債、総務債は８，９５０万円。臨時財政対策債、生活交通確保対策事

業債、移住定住・空き家対策事業債、中山間地域買物福祉サービス事業債、日野高校魅力向上事

業債に係る借入れを予定をしております。民生債７３０万円は、地域包括ケア推進事業債、家庭

子育て支援事業債、ネウボラ推進事業債。衛生債７５０万円は、日野病院に係る地域医療人材確

保事業債。林業債５２０万円は、広域基幹林道宝仏山線整備事業債。土木債５，１６０万円は、

町道舟場線道路改良事業債、単県急傾斜地崩壊対策事業債、町道板井原線道路修繕に係る道路防

災対策事業債及び橋梁改良事業債。教育債３，６４０万円は、外国語指導助手配置事業債、学校

図書館司書配置事業債、ＩＣＴ支援員配置事業債、高校生等就学支援事業債、ふるさと教育推進

事業債、義務教育学校建設事業債です。 

 歳入については以上です。 
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 続いて、歳出について御説明申し上げます。４０ページを御覧ください。 

 ４１ページにかけて、まず、議会費は６，５０７万９，０００円です。報酬は議員１０名分の

報酬、給料、職員手当等。共済費は、一般職員、会計年度任用職員の人件費です。旅費、交際費、

需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金は、議会運営に係る費用

を計上いたしております。 

 ４２ページにかけて、総務費、総務管理費、一般管理費は１億６，９３９万２，０００円を計

上しております。報酬は固定資産評価委員及び会計年度任用職員の報酬、給料、職員手当等及び

共済費は、町長、副町長、総務課、企画政策課、出納室の職員に係る人件費、報償費は自治会長

手当など、旅費は町長、副町長、職員の旅費、交際費は町長交際費、需用費は消耗品費や公用車

管理に必要な経費など、役務費は電話料や金融機関への手数料など、委託料は宿直、財務書類作

成支援等に係る委託料など、使用料及び賃借料は電話機、複合機などの借り上げ料など、負担金、

補助及び交付金は、町村会等加入団体や職員健診負担金等を計上しています。 

 ４４ページにかけて、文書広報費は１，０９５万６，０００円を計上しております。需用費は

広報ひのの発行や防災無線の維持に係る費用など、役務費は文書発送や例規集、法令集に係る費

用など、委託料は防災行政無線設備の保守に係る委託料など、使用料及び賃借料は町例規集、シ

ステム使用料など、備品購入費は広報用ノートパソコン１台の購入費、負担金、補助及び交付金

は防災無線の電波使用に対する負担金などを計上しています。 

 財産管理費は４，９３５万円を計上しております。報酬、職員手当等、共済費は、登記事務に

係る会計年度任用職員の人件費、需用費、役務費、使用料及び賃借料は、町公舎、公用車車庫、

開発センター及び役場庁舎の維持管理に係る費用です。委託料は、エレベーターや空調設備など

の各種点検や清掃委託料です。工事請負費は、庁舎エレベーター改修工事、山村開発センターサ

ッシ修繕及び網戸取付工事です。 

 次の企画費からは企画政策課長が説明いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 神崎企画政策課長。 

○企画政策課長（神崎  猛君） そういたしますと、続きまして、４５ページ中段を御覧くださ

い。４７ページにかけて、企画費は４億１，２８４万９，０００円を計上しております。内容で

すが、地域情報化に係る経費、町営タクシー、バスを合わせた町営交通に係る経費、移住定住を

促進するための経費、集落支援に係る経費、日野町未来づくり事業協同組合に係る経費、チャン

ネルひの番組制作などを行うための経費、金持テラスひのの管理に要する経費などを計上してい

ます。 
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 報酬は、男女共同参画推進委員会委員の報酬、会計年度任用職員の報酬、給料、職員手当など、

共済費は、会計年度任用職員の人件費です。報償費は地域おこし協力隊員の報償金、ふるさと納

税の記念品などを計上しております。旅費は、職員の移住定住相談会参加に係る経費、会計年度

任用職員の費用弁償を計上しています。需用費は、町営交通の燃料費、修繕料など、金持テラス

ひののイベントチラシの印刷製本費、金持テラスひのの光熱水費などを計上しております。役務

費は、ふるさと納税の返礼品に係る送料、ふるさと住民票に係るふるさと定期便の送料などを計

上しています。委託料は、プッシュ型アプリ導入委託、フレイルチェックシステム導入委託、買

物福祉サービス支援事業委託、町営交通管理運行業務委託、金持テラスひの施設警備、清掃など

の委託、チャンネルひの番組制作委託、学校跡地で行うイベント実施に係る委託、ふるさと納税

業務委託などを計上しております。使用料及び賃借料は、お試し住宅借り上げ料、ふるさと納税

サイトに係る使用料、金持テラスひのの土地借り上げ料などを計上しております。工事請負費は、

電源立地地域対策交付金事業に係る日野学園体育館の照明工事費を計上しています。備品購入費

は、生活交通確保対策事業に係る自動車購入費、ケーブルテレビ番組制作に係る自主放送制作機

材、中学校跡地で使用する遊具、おもちゃなどを計上しています。負担金、補助及び交付金は、

負担金として、西部広域行政管理組合負担金、日野高校双葉寮管理者・調理員配置負担金及び運

営費負担金、大山山麓・日野川流域観光推進協議会事業への負担金などを計上しています。補助

金として、高齢者向けスマートフォン購入補助、地域おこし協力隊員に係る補助金、生きいき“ひ

の”ふれあい祭り実行委員会補助金、コミュニティー助成に係る補助金、集落支援に係る地域活

動支援交付金、タクシー利用助成などをはじめ、移住定住を促進するための住宅改修費、家財道

具処分、通勤費などへの補助、根雨駅特急列車利用促進として、ふるさと教育に参加する高校生

に特急列車利用の料金補助、日野町未来づくり事業協同組合への補助金などを計上しています。

公課費は、町営交通、バス、タクシーの自動車重量税です。 

 情報処理費は８，１８１万１，０００円を計上しております。需用費は、電柱移転に伴う光ケ

ーブルの支障移転やパソコン修繕など、役務費は、通信料及びネットワーク保険料、委託料は、

各種業務システムの電算処理委託料やセキュリティー保守委託料など、使用料及び賃借料は、各

種システムや機器の借り上げ料、ソフト使用料など、備品購入費は、職員の業務パソコン更新に

係る費用、負担金、補助及び交付金は、システムの共同運用負担金などです。 

 交通安全対策費は８７万９，０００円を計上しています。交通安全指導員の報償費や、その活

動に要する経費などを計上しています。 

 ４８ページにかけて、財政調整基金費は６，３９９万９，０００円を計上しています。財政調
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整基金積立金１５６万５，０００円、愛と元気の日野町ふるさと基金積立金２，８０７万９，０

００円、森林整備基金積立金３，２３３万４，０００円などを計上しております。 

 諸費は２６万２，０００円を計上しております。町表彰、金婚祝い事業に係る記念品代、防犯

協議会などに係る負担金などです。 

 ４９ページにかけて、防災諸費は１，０８７万３，０００円を計上しております。報酬、職員

手当など、共済費、旅費は、危機管理監に係る人件費など、需用費は備蓄用物資など、役務費は

ドローン操作研修受講料など、委託料はひの防災福祉コミュニティセンター事業委託料など、使

用料及び賃借料は、ゼンリン住宅地図システム使用料、備品購入費は、新規にドローンを購入す

る費用、負担金、補助及び交付金は、県防災無線に係る負担金、補助金は消防用施設など整備補

助金、除雪機械購入補助金などです。 

 次の徴税費からは住民課長が説明いたします。以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 荒木住民課長。 

○住民課長兼会計管理者（荒木 憲男君） ４９ページ下段から５０ページにかけて、徴税費、税

務総務費は４，１８６万２，０００円を計上しております。給料、職員手当等、共済費は、税務

関係職員に係る人件費です。報償費は記念品代、需用費は追録代金などの消耗品費、封筒などの

印刷製本費、負担金、補助及び交付金は、軽自動車税申告書取扱負担金などであります。 

 賦課徴税費は１，２１２万５，０００円を計上しております。需用費は公用車の燃料代、役務

費は口座振替手数料、公用車任意保険料、委託料は住民税特別徴収通知電子化に係る初期導入作

業委託料、森林環境税導入に伴うシステム改修委託料などです。使用料及び賃借料は地方税電子

申告システム利用料、ｅＬＴＡＸ連携システム利用料など、負担金、補助及び交付金は地方税共

同機構負担金などです。補償、補填及び賠償金は固定資産税過年度補填金、償還金、利子及び割

引料は法人税などの還付金です。 

 ５１ページ、戸籍住民基本台帳費は１，６０５万８，０００円を計上しております。給料、職

員手当等、共済費は、戸籍・住民関係職員に係る人件費、需用費は証明書用紙などの消耗品費、

役務費はマイナンバーカードに係る郵券代、証明手数料に係る小為替購入手数料、委託料はデジ

タル手続法改正による住基ネット作業委託料などです。使用料及び賃借料はコンビニ交付システ

ム使用料などです。負担金、補助及び交付金はコンビニ交付システム運営負担金です。 

 ５２ページにかけて、選挙費、選挙管理委員会費は８万２，０００円を計上しております。選

挙管理委員会の委員報酬と消耗品費です。 

 選挙啓発費は１万８，０００円を計上しております。明るい選挙推進協議会委員報償金と連合
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会負担金です。 

 知事選挙費は４５６万７，０００円を計上しております。令和５年４月９日執行予定の知事選

挙に係る経費として、選挙管理委員会委員や投開票管理者等への報酬、選挙事務に係る職員の時

間外勤務手当、消耗品費などの需用費、役務費及びポスター掲示場設置、電算システム利用に係

る委託料、借り上げ料などを計上しています。 

 県議会議員選挙費は、知事選挙費と同様に選挙に係る費用経費として４０万円を計上しており

ます。 

 ５３ページにかけて、町議会議員選挙費は１，０３４万７，０００円を計上しています。今年

４月２３日に執行予定の日野町議会議員選挙に係る選挙管理委員会委員や投開票管理者等への報

酬、選挙事務に係る職員の時間外勤務手当、消耗品などの需用費、役務費及びポスター掲示場設

置、電算システム利用に係る委託料、借り上げ料、選挙公営等の交付金などです。 

 参議院議員選挙費は廃目整理です。 

 ５４ページにかけて、統計調査費、統計調査総務費は３３万円を計上しています。住宅・土地

統計調査をはじめ各種統計調査の実施に伴う調査員の報酬、需用費を計上しています。 

 監査委員費は７６万９，０００円を計上しています。監査委員２名分の報酬や旅費、負担金な

どです。 

 次の民生費からは健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） ５４ページ中段から５５ページにかけて、民生費、社会福祉費、

社会福祉総務費は３億２，０３３万円を計上しております。給料、職員手当等、共済費は福祉関

係職員に係る人件費、報償費は地域福祉計画策定委員などに対する報償金、需用費は生活困窮者

自立支援事業など諸事業に係る消耗品費、燃料費、印刷製本費、役務費は諸事業に係る電話料や

郵券料の通信運搬費、障害者支援事業における審査支払い手数料などです。委託料は電算処理委

託料のほか、介護予防プラン作成、障害者支援事業、地域包括ケアシステム構築事業、家計改善

支援事業などの委託料、負担金、補助及び交付金は各種事業団体への負担金、社会福祉協議会補

助金、福祉人材確保補助金、民生児童委員協議会補助金などです。扶助費は障害者支援に関する

生活扶助、医療扶助、住宅扶助のほか、特別障害者手当や障害福祉サービス費等、繰出金は国民

健康保険特別会計、介護保険特別会計への繰出金です。 

 ５６ページにかけて、老人福祉費は１億４２２万２，０００円を計上しています。報償費は、

老人ホーム措置入所判定委員会の委員報償金及び敬老事業の記念品代などです。需用費は、医療
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と介護の一体的実施事業で実施するフレイル予防の際に使用する消耗品、公用車燃料費、生活習

慣病予防レシピカードの印刷製本費、役務費はフレイルチェックの結果通知などの郵券料など、

委託料はフレイル運用管理システム委託料、使用料及び賃借料は老人保健施設おしどり荘などの

用地に係る土地借り上げ料、負担金、補助及び交付金は、後期高齢者医療広域連合負担金のほか、

特別養護老人ホームあいご建設借入金利子補助金、老人クラブ活動補助金、災害時の支え愛マッ

プ事業補助金、百歳体操開催支援補助金及び奨励交付金です。扶助費は養護老人ホームの措置入

所に係る扶助費、在宅介護家族者支援金など、繰出金は後期高齢者医療保険特別会計への繰出金

です。 

 特別医療費助成事業費は２，２８９万８，０００円を計上しています。需用費は受給者証の用

紙代、役務費は国保連合会などへの審査支払い手数料、扶助費は障害のある方や小児、独り親家

庭などへの医療費助成です。 

 ５７ページにかけて、社会福祉施設費は１，０６５万３，０００円を計上しています。報酬は

隣保館運営審議会委員報酬及び会計年度任用職員の報酬、給料、職員手当等及び共済費は、会計

年度任用職員に係る人件費、報償費は地域交流啓発促進事業などに係る講師謝礼等、旅費は県外

で行われる研修会等への参加旅費、需用費は隣保館、老人憩の家、公用車の維持管理に係る消耗

品、燃料費など、役務費は保険料など、委託料は点検委託料、使用料及び賃借料は公用車の借り

上げ料など、負担金、補助及び交付金は県隣保館連絡協議会ほか関係団体への負担金、補助金は

研修会などの参加旅費補助金です。 

 ５８ページ、地域改善対策費２３万５，０００円は、使用料及び賃借料として公用車の軽自動

車リース料、国民年金事務費１６万７，０００円は、需用費として事務用消耗品です。 

 ５９ページにかけて、児童福祉費、児童福祉総務費は１億２，３７０万６，０００円を計上し

ています。報酬は歯科健康診断に係る報酬、会計年度任用職員に係る報酬、給料、職員手当等、

共済費、旅費は保育所に係る一般職員及び会計年度任用職員の人件費、報償費は研修会講師謝礼

などの報償金です。需用費は保育所等運営に係る消耗品費、修繕料などです。役務費は電話料、

各種手数料及び保険料、委託料は病児・病後児保育業務委託料、保育所調理等業務委託料、タブ

レット整備委託料、広域入所委託費など、使用料及び賃借料はシステム使用料とベビーセンスの

借り上げ料、工事請負費は厨房エアコン取付工事費、備品購入費は保育所児童図書、木琴などの

購入費、負担金、補助及び交付金は、児童の災害共済負担金、家庭子育て支援交付金、扶助費は

子育て支援金、入学祝い金支給事業などです。 

 ６０ページ、児童保護費は１，１５２万２，０００円を計上しております。報償費は卒園記念
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品、需用費は教材費に係る消耗品費や施設の維持管理に係る光熱水費、給食の賄い材料費などで

す。役務費はピアノの調律と遊具の点検手数料です。 

 児童措置費は２，１９６万円を計上しております。扶助費は児童手当です。 

 ６１ページにかけて、母子福祉費は１，２２７万８，０００円を計上しております。委託料は

児童扶養手当システムの電算処理委託料、負担金、補助及び交付金は養育費に係る公正証書作成

などに係る補助金です。扶助費は児童扶養手当の支給、助産施設・母子生活支援施設入所措置費、

母子家庭自立支援給付金です。 

 ６２ページにかけて、生活保護費、生活保護総務費は８６３万７，０００円を計上しています。

報酬は嘱託医及び会計年度任用職員の報酬、旅費は研修旅費、嘱託医及び会計年度任用職員の費

用弁償、需用費は福祉事務所運営のための消耗品費などの費用、役務費は預金調査や診療報酬審

査支払いの手数料及び雇用者の任意保険料などです。委託料は医療扶助オンライン資格確認によ

る生活保護システム改修に係る電算処理委託料及び嘱託医の派遣委託料、備品購入費は医療扶助

オンライン資格確認用専用パソコンの購入費、負担金、補助及び交付金は就労支援員共同設置な

どの負担金、扶助費は被保護者に夏季に支給する見舞金、貸付金は生活保護つなぎ資金、公課費

は公用車に係る自動車重量税です。 

 生活保護扶助費は３，３５０万５，０００円を計上しています。扶助費は生活扶助、住宅扶助、

医療扶助などです。 

 衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費は４億５，５４７万３，０００円を計上しています。給

料、職員手当等、共済費は、保健衛生に係る職員の人件費です。旅費及び需用費は保健師の研修

に係る費用です。負担金、補助及び交付金は日野病院組合への構成町負担金、日野病院建設時の

借入金利子補助金、地域医療の人材確保のための補助金、透析患者通院費助成事業補助金、井戸

新規設置に対する補助金です。繰出金は簡易水道特別会計への繰出金です。 

 ６３ページにかけて、予防費は１，５２３万８，０００円を計上しています。報償費は予防接

種健康被害調査委員会委員報償金、乳児健診などに係る医師への謝礼、旅費は助産師への費用弁

償、需用費及び役務費は予防接種、健診に係る諸費用、委託料は電算処理委託料のほか妊婦・乳

幼児健診委託料、予防接種医療機関委託料などです。使用料及び賃借料は医師送迎に係るタクシ

ー借り上げ料、負担金、補助及び交付金は不妊治療費の一部助成、インフルエンザ、風疹、帯状

疱疹などの予防接種負担金、扶助費は未熟児療育医療に係る医療扶助です。 

 ６４ページにかけて、保健事業費は８３４万９，０００円を計上しています。報償費はがん検

診や健康教室などに係る助産師、歯科衛生士などへの謝礼、旅費は食育サポーターの費用弁償、
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需用費は諸事業に係る消耗品費、印刷製本費、そして公用車に係る燃料費、修繕料です。役務費

は事業に必要な郵券代、クリーニング代、公用車任意保険料など、委託料は健康管理システム電

算処理委託料及びがん検診、人間ドックなどについて、保健事業団や医療機関への委託料です。

公課費は公用車に係る自動車重量税です。 

 環境衛生費は２，９４３万１，０００円を計上しています。負担金、補助及び交付金の負担金

は、し尿処理分の３町衛生施設組合負担金、浄化槽関係団体負担金、浄化槽台帳システム導入負

担金、補助金は合併浄化槽設置補助金２基分を計上しています。 

 清掃費、じんかい処理費は８，７５６万７，０００円を計上しています。報償費はごみ袋、シ

ールの取扱報償金、需用費は共通ごみ袋の作成費用、収集カレンダー、ごみ分別冊子の印刷製本

費、委託料は一般廃棄物収集運搬及び処理費用、負担金、補助及び交付金はごみ処理の３町衛生

施設組合への負担金及び生ごみ処理機購入費補助金です。 

 次の農林水産業費からは産業振興課長が説明いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 五百川産業振興課長。 

○産業振興課長（五百川和久君） 引き続き６４ページから６５ページにかけて、農林水産業費、

農業費、農業委員会費は４４１万８，０００円です。報酬、旅費は農業委員会委員及び農地利用

最適化推進委員に係るもの、報償費は農業委員会視察に係る視察先への謝礼、需用費はコピー用

紙等の消耗品、役務費はタブレット端末の通信料など、委託料は議事録作成委託料、使用料及び

賃借料は農業委員会視察に係るバス借り上げ料です。負担金、補助及び交付金は県農業会議等へ

の負担金を計上しています。 

 ６６ページにかけて、農業総務費は８，２７２万８，０００円です。報酬は工事委託等の技術

専門指導を行う会計年度任用職員の人件費、給料、職員手当等、共済費は、農業関係職員の人件

費です。旅費は会計年度任用職員の通勤手当、需用費は公用車の燃料費及び修繕料、役務費は公

用車の任意保険料です。委託料は農地の地図情報等システム管理委託、負担金、補助及び交付金

は農業関係団体への負担金、繰出金は農業集落排水事業特別会計への繰出金です。 

 ６７ページにかけて、農業振興費は１億２，２７２万７，０００円です。報酬は農地中間管理

事業、町農業再生協議会の職員の人件費、給料は日野郡鳥獣被害対策協議会の職員の人件費、職

員手当等、共済費はこれらの職員に係るもの、報償費は金持テラスひのの特産品販売の職員の報

償金や鳥獣被害対策に係るイノシシや鹿などの捕獲に対する奨励金です。旅費は町農業再生協議

会職員等に係る通勤手当、需用費は中山間地域等直接支払い、農地中間管理事業、多面的機能支

払い等に係る消耗品費、公用車の燃料費、役務費は中山間地域等直接支払い事業に係る郵券代や
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農産物加工施設の建物火災保険料等です。委託料はイノシシなどの有害鳥獣駆除等の委託費、原

材料費はイノシシ等侵入防止のための電気柵の施設営繕材料費を計上しています。負担金、補助

及び交付金の負担金は日野郡鳥獣被害対策協議会への負担金など、補助金は町農林振興公社への

運営費補助に加え、意欲ある米作り農家や野菜作り農家等への種苗費助成のほか、鈴原糯やソバ

種子、海藻肥料普及への補助に係る補助金などです。さらに、交付金は中山間地域等直接支払い、

環境保全型農業直接支払い、多面的機能支払交付金などです。 

 畜産業費は４４万円です。報償費は畜産共進会出品等に係る奨励金、負担金、補助及び交付金

は畜産農家への牛舎等改修費補助や和牛増頭補助などです。 

 ６９ページにかけて、農地費は７，１５２万１，０００円です。報酬、職員手当等、共済費は

地籍調査事業に係る人件費、報償費は地籍調査地区委員等の手当、旅費は地籍調査事業に係る職

員の通勤手当、需用費は地籍調査事業に係るくい等の消耗品、燃料費、印刷製本費と農道の修繕

料、役務費は地籍調査に係る電話料金等、委託料は地籍調査事業の調査、測量委託や、しっかり

守る農林基盤交付金事業に係る測量設計委託料、使用料及び賃借料は地籍調査に伴う調査拠点施

設使用料、軽トラックのリース料、工事請負費は林道人向線路肩補修及び本郷水路改修工事費、

原材料費は農道修繕に必要な材料費、負担金、補助及び交付金は各種団体への負担金としっかり

守る農林基盤交付金事業の水路改修等補助金、補償、補填及び賠償金は地籍調査事業に伴う物件

移転補償金を計上しています。 

 ６９ページ、農林業地域改善対策事業費は７万２，０００円です。役務費、委託料は下榎共同

作業所など３施設の建物火災保険料や消防設備等法定点検料を計上しています。 

 農村地域農業構造改善事業費は３万２，０００円です。これは町運動広場の維持管理に伴う経

費であり、需用費はトイレと休憩所の電気料、役務費はトイレのくみ取り料、火災保険料を計上

しています。 

 山村振興費は１，５６８万９，０００円です。日野町交流センター、リバーサイドひのに係る

運営管理経費などで、需用費は一般修繕、屋外テント修繕、Ｗｉ－Ｆｉ設備設置料、役務費は建

物火災保険料、委託料は指定管理料、使用料及び賃借料は布団リース料、工事請負費は厨房機材

の整備工事に係る工事費を計上しています。 

 ７０ページにかけて、林業費、林業総務費は３２９万２，０００円です。給料、職員手当等、

共済費は森林管理を行う職員の人件費、報償費、需用費は野鳥巣箱コンクールに係る入賞者記念

品代や賞状、負担金、補助及び交付金は治山林道協会負担金などです。 

 林業振興費は６，５６８万６，０００円です。報償費はシイタケ生産を行う地域おこし協力隊
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員１名の報償金、需用費は町管理林道等の修繕費、委託料は津地大谷山の町有林伐採、搬出のほ

か、金持朝刈１号線作業道の拡幅や津地大谷２号線の作業道の補強工事等に係る委託料及び森林

経営管理制度に係る意向調査や集積計画作成、森林クラウドシステムなどに係る委託料です。使

用料及び賃借料は森林クラウドシステム使用料、工事請負費は森林作業道の拡幅、補強、改良工

事費、負担金、補助及び交付金は日本伐木チャンピオンシップｉｎ鳥取開催に係る負担金、補助

金はシイタケ生産振興対策事業の地域おこし協力隊受入れ団体への補助金のほか、高性能林業機

械の導入補助、間伐促進のための持ち出し支援補助など、交付金は林業の担い手確保のための給

付金です。 

 ７１ページにかけて、林業総合センター管理費２万９，０００円は、林業総合センターの火災

保険料です。 

 林道開設費５２５万円は、広域基幹林道宝仏山線の開設工事に係る県への負担金です。 

 商工費、商工費、商工総務費は６９１万７，０００円です。需用費は消費者行政に係る啓発グ

ッズの作成費です。委託料は消費生活相談の業務委託料、負担金、補助及び交付金は町商工会へ

の補助金のほか、起業、創業や商品の魅力アップに取り組む事業者への補助金などです。 

 ７２ページにかけて、観光費は１，８９８万１，０００円です。報酬はオシドリ観察小屋の支

援を行う職員に係る人件費、給料、職員手当、共済費は観光担当職員に要する人件費、報償費は

宝仏山の維持管理のほか、星空観望会に係る講師謝金などです。旅費は星空観望会に係る講師の

ほか、オシドリ観察小屋の支援を行う職員に係る通勤手当、需用費は観光パンフレットやイベン

トチラシの印刷のほか、滝山公園や鵜の池公園などの維持管理に要する経費、「ＷＥＳＴ ＥＸＰ

ＲＥＳＳ 銀河」の乗車記念缶バッジ作成に要する経費を計上しています。役務費は滝山公園の

公衆便所のくみ取り料や金持観光物産館の火災保険料など、委託料は鵜の池公園キャンプ場の管

理委託、鵜の池公園観光案内板をはじめ、滝山公園及び鵜の池公園の草刈り業務、広域サイクリ

ングイベント事業委託、オシドリ観察小屋ガイド委託料などです。使用料及び賃借料は金持観光

物産館の借地料や明地峠やオシドリ観察小屋に設置するライブカメラの借り上げ料など、負担金、

補助及び交付金は県観光連盟や日野郡広域交流促進協議会、山陰観光連盟などへの負担金に加え、

観光担当職員のうち地域おこし協力隊に係る家賃補助に係る補助金などを計上しています。 

 次の土木費からは建設水道課長が説明します。 

○議長（小谷 博徳君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） ７３ページ、土木費、土木管理費、土木総務費は１億１２３万

９，０００円を計上しています。給料、職員手当等、共済費は、土木関係職員に係る人件費など
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を計上しています。需用費は舟場コミュニティセンターなどの施設管理に伴う消耗品費、光熱水

費、修繕料、役務費は浄化槽点検手数料、建物の保険料、委託料は浄化槽の保守点検、施設管理

の委託料です。負担金、補助及び交付金は根雨地区急傾斜地崩壊対策事業負担金及び土木関係団

体への負担金、地域集会所等バリアフリー助成事業補助金です。繰出金は公共下水道事業特別会

計への繰出金です。 

 ７４ページ、道路橋梁費、道路橋梁総務費は１９７万２，０００円を計上しています。報償費

は自治会での町道草刈りボランティアに対する謝礼、需用費は公用車の消耗品費、燃料費、光熱

水費は道路照明施設の電気料、公用車の修繕料です。役務費は公用車の車検などの保険料、委託

料と使用料及び賃借料は土木設計積算システムに係る費用、公課費は公用車の車検に係る重量税

です。 

 ７５ページにかけて、道路維持費は９，４０８万３，０００円を計上しています。報酬、職員

手当等、共済費、旅費は町道の維持管理等を行うための会計年度任用職員４名分の人件費を計上、

需用費は道路維持管理と除雪車両に伴う消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料を計上しています。

役務費は手数料が除雪機の車両改装料、保険料は除雪車両の保険料、委託料は測量設計等委託料

が町道本郷線修繕及び河川協議費用、その他委託料は除雪委託料などです。使用料及び賃借料は

道路作業及び除雪車両の借り上げ料です。工事請負費は町道板井原線道路修繕工事費などの町道

維持管理工事費、原材料費は町道補修用資材費、備品購入費は歩道用小型除雪機１台、刈り払い

機２台の購入費用、負担金、補助及び交付金は除雪機械運転育成支援補助金、公課費は除雪車両

などの車検に伴う重量税です。 

 橋梁維持費は４，５７３万８，０００円を計上しています。委託料の検査委託料は、２８橋、

トンネル４か所の点検委託料、工事請負費は下菅橋の補修工事費です。 

 道路新設改良費は１，１００万円です。工事請負費は町道舟場線歩道設置に係る工事費です。 

 ７６ページ、住宅費、住宅管理費は２０７万７，０００円を計上しています。町営住宅などの

維持管理に必要な費用で、需用費は消耗品費、浄化槽及び街灯の電気料、修繕料は火災報知機の

交換費用など、役務費は口座振替手数料及び浄化槽清掃費用と建物の保険料、委託料は浄化槽及

び消防用設備の保守点検料です。 

 ７７ページにかけて、消防費、非常備消防費は１，４６３万３，０００円を計上しています。

報酬、旅費は消防団員及び消防委員に係る報酬及び費用弁償を、需用費は消防車両と施設維持の

ための消耗品費、燃料費、食糧費、光熱水費、修繕料を計上しています。役務費は消防車両、施

設の保険料及び移動系無線点検手数料など、使用料及び賃借料は消防団向け出動司令、勤怠管理
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アプリ利用料、テレビ受信料、負担金、補助及び交付金は消防団員共済掛金及び大会負担金、電

波使用料、消防団員への運転免許取得補助金など、公課費は消防車両の重量税です。 

 教育費からは教育課長が説明いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 遠藤教育課長。 

○教育課長（遠藤 律子君） ７７ページ中段を御覧ください。教育費、教育総務費、教育委員会

費は１３８万９，０００円を計上しています。報酬は教育委員報酬、旅費は研修大会参加旅費、

負担金、補助及び交付金は鳥取県市町村教育委員会研究協議会等の負担金です。 

 ７８ページにかけて、事務局費は８，５７６万４，０００円を計上しています。報酬、給料、

職員手当等、共済費は会計年度任用職員及び教育長、教育関係職員の人件費です。報償費は教育

推進協議会委員、研修会講師、公設英語教室講師等の謝金等です。旅費は教育長の研修会に係る

もの、指導主事の研修旅費等です。需用費は消耗品費や公用車の維持管理に係る費用等です。役

務費は庭木剪定手数料、公用車保険料等、委託料は義務教育学校校庭改良工事及び駐車場整備工

事の測量設計業務委託料、外国語指導助手委託料です。７９ページ、使用料及び賃借料は通学送

迎車借り上げ料、負担金、補助金及び交付金は就学支援協議会等への負担金、公課費は公用車の

自動車重量税です。 

 ８０ページにかけて、義務教育学校費、学校管理費は３，０３０万２，０００円を義務教育学

校の維持管理に係る経費として計上しています。報酬は学校医、歯科医及び薬剤師の報酬及び会

計年度任用職員の報酬、職員手当等、共済費は会計年度任用職員の人件費です。旅費は会計年度

任用職員と学校歯科医の費用弁償、需用費は事務、施設維持に係る経費です。役務費はｉＰａｄ

基本使用料、教職員、児童の健診等の手数料、学校の火災保険料等です。委託料は点検委託料、

管理委託料、ＩＣＴ支援員業務委託料等、使用料及び賃借料は電話機やバスの借り上げ料等、備

品購入費は児童用図書及び学校用備品購入費用、負担金、補助金及び交付金は児童災害共済負担

金等です。 

 ８１ページにかけて、教育振興費は８６６万３，０００円を計上しています。報償費は講師及

び外部指導者などの謝金、記念品としての入学児童ナップランド費用、卒業記念品等です。需用

費は学習指導に係る消耗品費、ＩＣＴ機器や教材備品の修繕料です。役務費は傷害保険料等、委

託料はパソコン保守サービス委託料、使用料及び賃借料は学習サービス使用料などです。負担金、

補助及び交付金は児童の通学費補助金、修学旅行費補助金、体育大会等選手派遣費用等、扶助費

は、要・準要保護児童就学援助費です。 

 ８２ページにかけて、社会教育費、社会教育総務費は５，１３２万１，０００円を計上してい
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ます。報酬は社会教育委員に係る委員報酬、給料、職員手当等、共済費は一般職員及び会計年度

任用職員の人件費です。報償費は日野高校魅力向上、学校・家庭・地域連携等、各種事業に係る

報償金、謝礼、記念品等です。旅費は研修旅費等です。需用費は各種事業に係る消耗品費、燃料

費及び印刷製本費です。役務費は通信料や保険料等です。委託料は菅福食文化伝承館の消防設備

等点検委託料、使用料及び賃借料は軽自動車リース料等です。８３ページ、備品購入費はＷｉ－

Ｆｉ端末の購入費用、負担金、補助及び交付金はふるさと教育推進等に係る負担金及び高校生通

学費助成、高校生等奨学金等に係る補助金です。 

 ８４ページにかけて、公民館費は１，５０６万１，０００円を計上しています。報酬は公民館

運営審議会委員報酬、給料、職員手当等、共済費は会計年度任用職員の人件費です。報償費は講

師謝礼、家庭の日事業等の記念品、需用費は公民館運営及び事業実施に係る消耗品費、光熱水費

等、役務費は火災保険等、委託料は点検委託、時間外使用時の管理委託、清掃委託等の費用です。

使用料及び賃借料は公民館の土地借り上げ料等、負担金、補助及び交付金は鳥取県公民館連合会

への負担金です。 

 文化財保護費は３３５万６，０００円を計上しています。報酬は文化財保護審議会委員の報酬、

報償費は文化財保護活用地域計画協議会委員の報償金、旅費は講師への費用弁償、需用費は歴史

民俗資料館の維持管理に係る光熱水費、都合山木橋修繕費等、役務費は歴史民俗資料館の火災保

険料等、委託料は点検委託料、管理委託料、使用料及び賃借料は歴史資料館駐車場用地借り上げ

料、負担金、補助及び交付金は小説「生田長江」発刊費用補助金等です。 

 ８５ページから８６ページにかけて、文化センター費は２，０４７万１，０００円を計上して

います。報酬は文化センター運営委員報酬、給料、職員手当等、共済費は会計年度任用職員の人

件費です。報償費は吹奏楽等ワークショップ等の謝礼、需用費は文化センター運営、事業実施に

係る消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料等です。役務費は火災保険料等、委託料は音響、照明

設備、エレベーター設備の点検委託料等、使用料及び賃借料はコピー機の借り上げ料等、工事請

負費は文化センター舞台つりもの制御盤改修工事費、負担金、補助及び交付金はアートスタート

事業に係る補助金です。 

 ８７ページにかけて、図書館費は１，５０７万３，０００円を計上しています。報酬、給料、

職員手当等、共済費及び旅費は会計年度任用職員の人件費です。報償費は読書推進フォーラム講

師謝礼及び読む読むキャンペーン等の記念品、需用費は新聞、雑誌等の消耗品、公用車に係る燃

料費等、役務費は通信運搬費と保険料、委託料は図書システムに係る保守点検委託料、使用料及

び賃借料は図書館情報システムに係る借り上げ料、備品購入費は図書の購入、負担金、補助及び
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交付金は全国図書館協会等の負担金です。 

 ８８ページにかけて、保健体育費、学校給食費は３，８２９万９，０００円を計上しています。

需用費は光熱水費等及び調理機器に係る修繕料、役務費は衛生管理に係る手数料等、委託料は点

検委託料及び調理業務等の委託料、使用料及び賃借料は複合機の借り上げ料等、工事請負費は真

空冷却器及び洗米機更新工事費、負担金、補助及び交付金は学校給食費負担金、公課費は公用車

の重量税です。 

 体育総務費は３６２万２，０００円を計上しています。報償費はスポーツ推進員の報償金、各

スポーツ教室やソフトテニス講習会の講師等の謝礼、町駅伝参加記念品、町民体育祭参加奨励金、

旅費はソフトテニス講習会講師への費用弁償、需用費は各種大会、教室に係る消耗品費、各体育

施設の光熱水費等、役務費はスポーツ少年団登録に係る手数料及びスポーツ安全保険、建物共済

等保険料、委託料は菅福社会体育館の浄化槽管理清掃委託料等、負担金、補助及び交付金は鵜の

池マラソン大会実行委員会補助金、町体育協会補助金、社会体育関係大会等派遣費の補助金です。 

 ８９ページ、同和教育費、社会同和教育費は３７２万８，０００円を計上しています。報酬は

人権センター審議会委員報酬、給料、職員手当等及び共済費は、会計年度任用職員の人件費です。

需用費は人権啓発講演会に係る印刷製本費です。委託料は人権啓発講演会の講師派遣委託、負担

金、補助及び交付金は鳥取県人権文化センター等への負担金、町人権同和教育推進協議会補助金

です。 

 教育費、小学校費は、義務教育学校の設置に伴い、廃目整理をしております。 

 ９０ページ、教育費、中学校費につきましても、義務教育学校の設置に伴い、廃目整理をして

います。 

 公債費、元金は３億５，２０５万１，０００円を計上しています。当該年度の元金償還金です。

利子は８７９万７，０００円を計上しています。町債償還金利子と一時借入金利子です。 

 予備費は１，０００万円を計上しております。 

 以上が令和５年度一般会計予算の提案説明でございます。 

○議長（小谷 博徳君） ここで休憩を入れます。１０分間の休憩を入れたいと思います。開会は、

３時３０分に開会したいと思います。休憩。 

午後３時２３分休憩 

─────────────────────────────── 

午後３時３２分再開 

○議長（小谷 博徳君） 開会をいたします。 
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 日程第３５、議案第３４号、令和５年度日野町国民健康保険特別会計予算について、提出者の

説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第３４号、令和５年度日野町国民健康保険

特別会計予算について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 本年度の予算総額は、４億３３１万７，０００円としたところでございます。前年度当初予算

と比較いたしますと、額にして１，６７９万６，０００円、率にして４．０％の減額となってお

ります。これは医療給付費の減額が見込まれるためでございます。また、一時借入金の限度額を

３，０００万円と定めるとともに、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予

算において流用することができる場合を、保険給付費の各項の間の流用と定めております。 

 続いて、２ページから３ページの第１表、歳入歳出予算については御覧いただきたいと思いま

す。 

 歳出といたしましては、過去の実績、直近の医療動向等を勘案し、保険給付費３億２，０８１

万３，０００円、国民健康保険事業費納付金６，９６１万１，０００円、保健事業費９２４万９，

０００円などを計上いたしております。その財源といたしましては、国民健康保険税４，４３１

万２，０００円、県支出金３億２，５１６万２，０００円、繰入金３，３８０万９，０００円な

どを充てているものでございます。 

 詳細につきましては健康福祉課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第３４号、令和５年度日野町国民健康保険特別会計予算に

ついて御説明いたします。予算に関する説明書は、５ページが歳入歳出予算事項別明細書、６ペ

ージが給与費明細書ですので、御覧いただきたいと思います。 

 ７ページ、歳入です。国民健康保険税、一般被保険者国民健康保険税は、被保険者数を５８０

人と見込み、４，４３０万円を計上しております。節別の金額は御覧いただきたいと思います。

退職被保険者等国民健康保険税は、退職者医療の経過措置が令和元年度で終了したため、現年分

は該当者はありませんが、滞納繰越分として１万２，０００円を計上しております。節別の金額

は御覧いただきたいと思います。 

 次の使用料及び手数料、督促手数料は２万円の計上です。 

 ８ページ、国庫支出金、国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金は、廃目整理とします。 
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 県支出金、保険給付費等交付金は３億２，５１６万２，０００円の計上。 

 財産収入、利子及び配当金は、財政調整基金利子として１万４，０００円を計上しております。 

 繰入金、一般会計繰入金は２，５１６万５，０００円の計上。保険基盤安定繰入金と出産育児

一時金繰入金、財政安定化支援事業繰入金、事務費繰入金です。 

 ９ページ、基金繰入金は、財政調整基金繰入金として８６４万４，０００円の計上です。 

 １０ページ、歳出です。総務費、一般管理費は２６３万１，０００円の計上です。需用費は広

報用品や事務用品の消耗品費、封筒などの印刷代、役務費は保険証の郵送代や電算共同処理手数

料など、委託料は業務システム保守等の電算処理委託料、資格確認業務委託料などです。連合会

負担金は６４万５，０００円の計上です。 

 運営協議会費は５万４，０００円の計上です。これは運営協議会の委員報酬です。 

 保険給付費、一般被保険者療養給付費は２億７，９８４万６，０００円の計上です。前年度に

対し１，２６１万９，０００円の減額です。一般被保険者療養費は９７万６，０００円、審査支

払い手数料は７０万７，０００円を計上しております。 

 １１ページ、保険給付費、一般被保険者高額療養費は３，８０３万２，０００円、一般被保険

者高額介護合算療養費は５万円の計上です。 

 移送費は、一般被保険者移送費を１，０００円計上しています。 

 出産育児諸費、出産育児一時金は、２件分として１００万円の計上。支払い手数料は１，００

０円。国保連合会への支払い手数料です。 

 １２ページ、葬祭諸費、葬祭費は２０万円の計上です。１件当たり２万円を喪主に支給するも

のであります。 

 国民健康保険事業費納付金は、平成３０年度からの制度改正で設けられた県の国民健康保険会

計への納付金であります。医療給付費分、一般被保険者医療給付費分が４，７１９万２，０００

円の計上、後期高齢者支援金等分、一般被保険者後期高齢者支援金等分が１，８２２万１，００

０円の計上、介護納付金分、一般被保険者介護納付金分として４１９万８，０００円の計上です。 

 １３ページにかけて、保健事業費、特定健康診査等事業費は７１４万１，０００円の計上です。

これは特定健康診査を実施する費用です。報償費は外部保健師への謝礼、需用費及び役務費は事

務に要する消耗品費及び郵券料など、委託料は健診実施委託料及び特定健診データ分析、受診勧

奨業務委託料、交付金は特定健診受診者に交付する商工会商品券発行に係るものです。 

 保健事業費、保健衛生普及費は２１０万８，０００円の計上です。役務費は医療費通知などの

郵券代、通知作成手数料、委託料は人間ドック、脳ドックの検診委託料、国民健康保険データヘ
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ルス計画策定支援業務委託料です。 

 基金積立金、財政調整基金積立金は、国民健康保険財政調整基金の利息として１万４，０００

円の計上です。 

 １４ページにかけて、公債費、利子は、一時借入金利子として１０万円の計上です。 

 諸支出金、一般被保険者保険税還付金は２０万円の計上です。これは資格喪失による過年度還

付金です。 

 予算についての説明は以上ですが、この予算は令和４年度本算定税率を基にしたものです。令

和５年度の税率につきましては、令和４年度の医療費実績や最新の所得データを用いて、日野町

の国民健康保険事業の運営に関する協議会の意見を伺って見直しを行う可能性があるものです。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第３６、議案第３５号、令和５年度日野町介護保険特別会計予算に

ついて、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第３５号、令和５年度日野町介護保険特別

会計予算について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 予算総額は６億７，２１１万９，０００円としたところでございます。前年度と比較いたしま

すと２２３万４，０００円、率にして０．３％の増額でございます。また、一時借入金の限度額

を３，０００万円と定めるとともに、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出

予算において流用することができる場合を、保険給付費の各項の間の流用と定めております。 

 次に、２ページから３ページの第１表、歳入歳出予算については御覧いただきたいと思います。 

 歳出の主なものといたしましては、保険給付費６億３，３２７万５，０００円、地域支援事業

費３，２５５万７，０００円などを計上しております。その財源といたしまして、保険料１億３

４４万２，０００円、国庫支出金１億８，４３６万９，０００円、支払い基金交付金１億７，４

５０万２，０００円ほか、県支出金、繰入金などをもって充てるものでございます。 

 詳細につきましては健康福祉課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第３５号、令和５年度日野町介護保険特別会計予算につい

て御説明いたします。予算に関する説明書は、５ページが歳入歳出予算事項別明細書、６ページ

から８ページまでが給与費明細書ですので、御覧いただきたいと思います。 
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 ９ページ、歳入です。保険料、第１号被保険者保険料は１億３４４万２，０００円の計上です。

現年度特別徴収保険料を１，３３８人、９，９２７万５，０００円、現年度普通徴収保険料を４

８人、４１６万７，０００円と見込んでおります。 

 使用料及び手数料、督促手数料は５，０００円の計上です。 

 国庫支出金、介護給付費負担金は１億１，０６８万５，０００円の計上。 

 国庫補助金、調整交付金は６，０１６万１，０００円、地域支援事業交付金、包括的支援事業・

任意事業は７５１万１，０００円、同じく介護予防・日常生活支援総合事業は３８４万３，００

０円、１０ページにかけて、介護保険保険者努力支援交付金は１１０万６，０００円の計上。保

険者機能強化推進交付金は１０６万３，０００円の計上。介護保険事業費補助金は、廃目整理で

す。 

 支払い基金交付金、介護給付費交付金は１億７，０９８万４，０００円、地域支援事業支援交

付金は３５１万８，０００円の計上です。 

 県支出金、介護給付費負担金は９，５１２万９，０００円の計上。 

 県支出金、地域支援事業交付金、包括的支援事業・任意事業は３７５万５，０００円、同じく

介護予防日常生活支援総合事業は１６２万８，０００円の計上です。 

 続いて、１１ページ、財産収入、利子及び配当金は、介護給付費準備基金利子６万９，０００

円の計上です。 

 繰入金、一般会計繰入金は、介護給付費繰入金が７，９１６万円、地域支援事業繰入金、包括

的支援事業・任意事業は３７５万５，０００円、同じく介護予防・日常生活支援総合事業は１６

２万９，０００円、その他一般会計繰入金は事務費繰入金として６１１万２，０００円、低所得

者保険料軽減負担金繰入金は７０３万６，０００円の計上です。 

 繰入金、介護給付費準備基金繰入金は１，１５１万２，０００円の計上です。 

 １２ページ、諸収入、雑入は、雇用保険自己負担金等１万６，０００円の計上です。 

 次に、１３ページからは歳出です。総務費、一般管理費は３０１万７，０００円の計上です。

内容は、事務に必要な消耗品費、手数料、業務システムの電算処理委託料、介護原因疾患から見

るデータ分析委託料、使用料などです。連合会負担金は１４５万１，０００円の計上で、役務費

は介護給付費共同処理手数料、委託料は介護認定に係る主治医意見書委託料です。 

 続いて、賦課徴収費は８万１，０００円の計上で、封筒及び納付書の印刷製本費、口座振替の

手数料です。 

 介護認定審査会費は１４２万３，０００円の計上で、審査会共同設置負担金です。認定調査費
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は４万５，０００円で、県外の認定調査に係る主治医意見書料、訪問調査委託料です。 

 続いて、１４ページ、保険給付費、介護サービス等諸費、居宅介護サービス給付費は１億５，

６６０万９，０００円、施設介護サービス給付費は３億５５万円、居宅介護福祉用具購入費は４

３万２，０００円、居宅介護住宅改修費は１０５万６，０００円、居宅介護サービス計画給付費

は１，９９０万円、地域密着型介護サービス給付費は９，１７４万９，０００円を計上していま

す。 

 続いて、１５ページ、審査支払い手数料は７６万９，０００円の計上で、国保連合会への審査

支払い手数料です。 

 高額介護サービス費は１，２５０万円の計上。 

 高額医療合算介護サービス費は１６５万円の計上。 

 特定入所者介護サービス費は１，８８５万円の計上です。 

 １６ページにかけて、介護予防サービス給付費は２，０９４万円、介護予防福祉用具購入費は

６７万２，０００円、介護予防住宅改修費は１１０万１，０００円、介護予防サービス計画給付

費は３１３万７，０００円、地域密着型介護予防サービス給付費は３３６万円の計上です。 

 続いて、地域支援事業費、介護予防・生活支援サービス事業費は９４０万円の計上です。これ

は要支援被保険者の訪問介護、通所サービスの費用負担金です。 

 １７ページにかけて、介護予防ケアマネジメント事業費は１２４万８，０００円の計上です。

介護予防ケアマネジメント事業に係る経費として、需用費は公用車の燃料費、委託料は総合事業

に係るケアマネジメント業務委託料、１７ページ、使用料及び賃借料は業務用パソコンシステム

のリース料です。 

 次に、一般介護予防事業費は２３４万７，０００円の計上です。報酬、職員手当等、共済費は、

会計年度任用職員、介護認定調査員の経費です。報償費はぽかぽか教室講師謝金、旅費は会計年

度任用職員の通勤に係る費用弁償、需用費は百歳体操のバンド、おもり代などの消耗品費、燃料

費は公用車に係る経費です。委託料は通所型介護予防事業委託料及びリハビリ職員派遣委託料で

す。 

 １８ページにかけて、包括的支援事業・任意事業費、包括的・継続的ケアマネジメント支援事

業費は５３８万円の計上です。報償費は地域包括支援センター運営協議会委員報償金、需用費は、

事務消耗品、公用車の燃料費及び修繕料、役務費は公用車の任意保険料、繰出金は担当職員の人

件費分を一般会計へ繰り出すものです。 

 任意事業費は９４万２，０００円の計上です。役務費は事業に係る郵券料や手数料、委託料は
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介護家族の会事業委託料、扶助費は成年後見人報酬に係るその他扶助の計上です。 

 １９ページにかけて、認知症総合支援事業費は４４３万９，０００円の計上です。報酬、職員

手当等、共済費、旅費は、会計年度任用職員、認知症地域支援推進員の経費です。需用費は事業

に必要な消耗品費、公用車の燃料費、役務費は認知症保険及び研修受講手数料、委託料は認知症

初期集中支援チームへの専門職派遣委託料とわすれんぼカフェに係る町営バス等臨時便運行委託

料、繰出金は担当職員の人件費分を一般会計へ繰り出すものです。 

 生活支援体制整備事業費は６９５万８，０００円の計上です。給料、職員手当等、共済費は、

会計年度任用職員、地域支え合い支援員に係る経費です。需用費は公用車燃料費、委託料は生活

支援コーディネーター業務委託料、繰出金は担当職員の人件費分を一般会計へ繰り出すものです。 

 在宅医療・介護連携推進事業費は１８０万円の計上です。これは担当職員の人件費分を一般会

計へ繰り出すものです。 

 ２０ページ、審査支払い手数料は４万３，０００円の計上です。国保連合会への総合事業給付

費審査支払い手数料です。 

 公債費、利子は、一時借入金の利子１０万円の計上です。 

 諸支出金、第１号被保険者保険料還付金は、保険料の過年度還付金で１０万円の計上です。 

 基金積立金は、介護給付費準備基金の利息を基金に積み立てるもので７万円の計上です。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第３７、議案第３６号、令和５年度日野町後期高齢者医療保険特別

会計予算について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第３６号、令和５年度日野町後期高齢者医

療保険特別会計予算について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 予算総額は５，７７３万１，０００円といたしております。前年度当初予算に比べて５０６万

１，０００円、率にして８．１％の減額でございます。 

 ２ページ、第１表、歳入歳出予算については御覧いただきたいと思います。 

 歳出の主なものといたしましては、後期高齢者医療広域連合納付金５，５６９万４，０００円

などを計上しております。その財源といたしまして、後期高齢者医療保険料３，６９９万７，０

００円ほか、繰入金、諸収入などをもって充てるものでございます。 

 詳細につきましては健康福祉課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 
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○議長（小谷 博徳君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第３６号、令和５年度日野町後期高齢者医療保険特別会計

予算について御説明いたします。議案書の３ページ、歳入歳出予算事項別明細書は御覧いただき

たいと思います。 

 ４ページ、歳入です。後期高齢者医療保険料、特別徴収保険料は３，１４４万８，０００円、

普通徴収保険料は５５４万９，０００円を計上しております。 

 使用料及び手数料、督促手数料は２，０００円の計上です。 

 繰入金、一般会計繰入金、事務費繰入金は１２９万４，０００円、保険基盤安定繰入金は、低

所得者保険料軽減に係る繰入金として１，８６９万７，０００円を計上しています。 

 諸収入、保険料還付金は１０万円の計上。健康診査等受託料は６４万１，０００円の計上です。 

 次に、５ページ歳出です。総務費、一般管理費は１９３万７，０００円を計上しています。需

用費は事務用品や納付書の印刷費など、役務費は受診券、保険証の郵送料や保険料の口座振替手

数料、委託料は業務システム電算委託料や保健事業団等への健康診査委託料を計上しています。 

 後期高齢者医療広域連合納付金は５，５６９万４，０００円の計上。負担金として、保険料徴

収分及び保険料軽減の保険基盤安定分を広域連合に納付します。 

 諸支出金、保険料還付金は１０万円の計上です。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第３８、議案第３７号、令和５年度日野町簡易水道特別会計予算に

ついて、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第３７号、令和５年度日野町簡易水道特別

会計予算について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 予算総額を９，８６２万６，０００円としております。前年度に対し６６２万９，０００円、

率にして７．２％の増額となっております。 

 ２ページ、第１表、歳入歳出予算については御覧いただきたいと思います。 

 地方債は、３ページ、第２表にあるとおり、起債ごとに目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還方法を定めるもので、簡易水道事業債の限度額を１，０００万円、過疎対策事業債の限度額

を１，０００万円、公営企業会計適用債の限度額を８０万円とするものでございます。また、一

時借入金の限度額を３，０００万円と定めるものでございます。 

 詳細につきましては建設水道課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしくお
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願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） 議案第３７号、令和５年度日野町簡易水道特別会計予算につい

て御説明いたします。予算に関する説明書といたしまして、５ページが歳入歳出予算事項別明細

書、６ページから１２ページまで給与費明細書、１３ページが地方債の残高の見込みに関する調

書です。御覧ください。 

 続きまして、１４ページを御覧ください。歳入です。水道料、給水料は４，５３０万１，００

０円です。これは、根雨地区簡易水道ほか１０地区の給水料などであります。 

 次の使用料及び手数料、検査手数料４，０００円は工事完成検査の手数料です。登録手数料５

万円は給水装置工事事業者の指定登録手数料を計上しています。 

 続きまして、工事収入２万３，０００円であります。これは新設工事２件と修繕工事３件の費

用を計上しています。 

 次の繰入金、一般会計繰入金２，７８３万８，０００円であります。これは、歳出の財源に充

てるため、一般会計から繰り入れするものであります。 

 諸収入、雑入４６１万円は、新規加入金と、国道１８１号道路改良に伴う水道管移転補償金を

見込んでおります。 

 １５ページ、町債、公営企業債は１，０８０万円です。公営企業会計移行準備の支援業務に８

０万円、黒坂地区新水源試掘業務に１，０００万円を充てるものです。一般会計債は１，０００

万円で、同じく黒坂地区新水源試掘業務に充てるものです。 

 １６ページ、歳出です。総務費、管理費、総務管理費は１，３１２万６，０００円です。給料、

職員手当等、共済費は、水道担当職員の人件費、需用費は封筒及び納付書の印刷製本費、役務費

は施設の警報システム回線使用料、検針手数料、口座振替手数料、火災保険料です。委託料は水

道料金賦課徴収に伴う電算処理委託料、公営企業会計用電算処理委託料及び法適化支援業務委託

料を計上しています。使用料及び賃借料は水道施設の借地料及び電柱の共架料を、負担金、補助

及び交付金は水道関係団体への負担金、公課費は消費税を計上しています。 

 １７ページを御覧ください。給水管理費、一般管理費は１，２５３万２，０００円です。報償

費は水道施設の草刈りに係る報償金、需用費は水道施設の維持管理に伴う消毒薬、電気料、配水

管及び交換した量水器の修繕料を計上しています。役務費は濁度計の検査手数料、委託料は水質

検査の委託費用です。使用料及び賃借料は緊急時のポンプ借り上げ料、工事請負費は量水器交換

工事費などを計上しています。 
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 次に、施設費は２，９００万円です。委託料は黒坂地区新水源試掘業務委託料です。工事請負

費は国道１８１号道路改良事業に伴う水道管移転工事費を計上しています。 

 公債費、元金は３，８８５万８，０００円です。利子は５１１万円で、償還金利子と一時借入

金利子です。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第３９、議案第３８号、令和５年度日野町公共下水道事業特別会計

予算について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第３８号、令和５年度日野町公共下水道事

業特別会計予算について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 予算総額を９，９１６万円とするもので、前年度に対し５８６万９，０００円、率にして５．

６％の減額となっております。 

 ２ページ、第１表、歳入歳出予算については御覧いただきたいと思います。 

 地方債は、３ページ、第２表にあるとおり、公営企業会計適用債の限度額を４０万円とするも

のでございます。また、一時借入金の限度額を３，０００万円と定めるものでございます。 

 詳細につきましては建設水道課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） 議案第３８号、令和５年度日野町公共下水道事業特別会計予算

について御説明いたします。 

 予算に関する説明書といたしまして、５ページ目が歳入歳出予算事項別明細書、６ページから

１２ページまで給与費明細書、１３ページが地方債の残高の見込みに関する調書です。御覧くだ

さい。 

 続きまして、１４ページを御覧ください。歳入です。分担金及び負担金、公共下水道負担金は

４万円です。これは加入負担金を計上しています。 

 次に、使用料及び手数料、公共下水道使用料３，０６２万４，０００円です。これは公共下水

道使用料を計上しています。 

 次の繰入金、一般会計繰入金は６，２６９万６，０００円です。これは、歳出の財源に充てる

ため、一般会計から繰り入れするものであります。 

 次の町債、公営企業債４０万円は、公営企業会計移行準備の支援業務に充てるものです。 
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 諸収入、雑入は５４０万円です。国道１８１号道路改良に伴う下水管移転補償金を見込んでお

ります。 

 １５ページ、歳出です。下水道費、公共下水道費、総務費は８３８万円です。給料は下水道関

係職員０．５人分、職員手当等、共済費は１２か月分、需用費は図書等の消耗品費及び納付書の

印刷製本費、役務費は納付書の郵券代、口座振替手数料などです。委託料は下水道料金賦課徴収

に伴う電算処理委託料、公営企業会計用電算処理委託料及び法適化支援業務委託料を計上してい

ます。使用料及び賃借料はＪＲ用地の下水管埋設借地料、負担金、補助及び交付金は関係団体へ

の負担金、公課費は消費税を計上しています。 

 次に、施設管理費は３，３１０万９，０００円です。需用費は、処理場、マンホールポンプ等

の施設維持管理に伴う消耗品費、電気料、水道料、修繕料を計上しています。１６ページを御覧

ください。役務費は警報システムの回線使用料、処理場、マンホールポンプの保険料等です。委

託料は処理場などの施設維持管理及び汚泥収集運搬委託料、その他委託料は処理場の電気安全保

安業務委託料です。工事請負費は国道１８１号道路改良に伴う下水管移転工事費などを計上して

います。 

 次の公債費、元金は５，２５９万７，０００円、利子は５０７万４，０００円で、償還金利子

と一時借入金利子です。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第４０、議案第３９号、令和５年度日野町農業集落排水事業特別会

計予算について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第３９号、令和５年度日野町農業集落排水

事業特別会計予算について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 予算総額を４，２６０万１，０００円とするもので、前年度に対し６１８万９，０００円、率

にして１２．７％の減額となっております。 

 ２ページ、第１表、歳入歳出予算については御覧いただきたいと思います。 

 地方債は、３ページ、第２表にありますとおり、公営企業会計適用債の限度額を４０万円とす

るものでございます。また、一時借入金の限度額を２，０００万円と定めるものでございます。 

 詳細につきましては建設水道課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 音田建設水道課長。 
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○建設水道課長（音田雄一郎君） 議案第３９号、令和５年度日野町農業集落排水事業特別会計予

算について御説明いたします。予算に関する説明書といたしまして、５ページが歳入歳出予算事

項別明細書、６ページ目から１２ページまで給与費明細書、１３ページ目が地方債の残高の見込

みに関する調書です。御覧ください。 

 続きまして、１４ページ、歳入です。使用料及び手数料、農業集落排水使用料は１，０９７万

６，０００円です。これは、使用料として、黒坂、下黒坂、貝原の３処理区分の計上をしていま

す。 

 次の繰入金、一般会計繰入金は３，１２２万５，０００円です。これは、歳出の財源に充てる

ため、一般会計から繰り入れするものであります。 

 次の町債、農業集落排水事業債４０万円は、公営企業会計移行準備の支援業務に充てるもので

す。 

 １５ページ、歳出です。総務費、管理費、一般管理費は１５３万６，０００円で、担当職員０．

５人分の給料を計上しています。 

 次の施設管理費は１，５８１万８，０００円です。需用費は、処理場、マンホールポンプ等施

設の消耗品費、電気料、水道料と修繕料、役務費は警報システムの回線使用料、口座振替手数料、

浄化槽法定点検手数料、施設の保険料です。委託料は処理場などの施設維持管理及び汚泥収集運

搬委託料、使用料賦課徴収に伴う電算処理委託料、公営企業会計用電算処理委託料及び法適化支

援業務委託料を計上しています。工事請負費はマンホールポンプ故障時の工事費、公課費は消費

税を計上しています。 

 公債費、元金は２，２２３万１，０００円です。利子は３０１万６，０００円で、償還金利子

と一時借入金利子です。 

 説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） お諮りいたします。議案第４号から議案第３９号までの提案説明が終わ

りました。議案第４号から議案第３２号までの質疑、討論、採決は後日に行うこととし、留保い

たしたいと思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、議案第４号から議案第３２号までを留保

することに決定をいたしました。 

 続いて、お諮りいたします。議案第３３号から議案第３９号までの令和５年度予算関係７議案

については、日野町議会委員会条例第５条の規定により、予算審査特別委員会を設置して付託し、
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審査したいと思いますが、これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、令和５年度予算の各議案については、予

算審査特別委員会を設置して、これに付託し、審査することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。予算審査特別委員会の委員の選任については、日野町議会委員会条例第６

条第２項の規定により、議長において、次の議員を指名いたしたいと思います。１番、中山法貴

議員、２番、梅林敏彦議員、３番、金川守仁議員、４番、松尾信孝議員、５番、中原信男議員、

６番、松本利秋議員、７番、安達幸博議員、８番、佐々木求議員、９番、竹永明文議員、以上９

名を指名いたします。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名をいたしました９名が予算

審査特別委員会委員に決定をいたしました。 

 ここで休憩をいたします。休憩中に予算審査特別委員会を開催し、委員長、副委員長を互選に

より決定し、議長に報告をお願いいたします。決定次第、再開いたします。委員の方は議員控室

に参集ください。執行部はこのままお待ちください。休憩。 

午後４時１８分休憩 

─────────────────────────────── 

午後４時２６分再開 

○議長（小谷 博徳君） 再開いたします。 

 休憩中に委員長、副委員長が決まりましたので、報告いたします。委員長に、５番、中原信男

議員、副委員長に、１番、中山法貴議員が互選され、就任されました。 

─────────────・───・───────────── 

○議長（小谷 博徳君） お諮りいたします。本日の会議はこれで延会といたしたいと思います。

これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、本日は、これで延会することに決定いた

しました。 

 本日は、これで延会いたします。 

 会議の再開は、３月１４日午前１０時といたします。御協力ありがとうございました。 

午後４時２７分延会 
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─────────────────────────────── 

 


